
資料3-1

社会的養護の課題と将来像についての論点
― ― ― ―  (第 1回の社会的養護課題検討委員会における各委員からの

主なご議論を整理し、第 2回の議論に供する資料 :未定稿)
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(1)

総論的事項
未定稿

社会的養護の理念について

社会的養護の養育理念を改めて明確化し、関係者で共有し、ヽ社会全体での

理解を高めていくことが必要          ‐

◆ F社会的養護」とは

・社会的養護とは、保護者のない児童やt保護者に監護させることが適当でない児童を、

公的責任で社会的に養育すること

◆「社会的養護における理念」

・社会全体で子ども本位に育む息子どもの最善の利益のために。   |:

・基本理念を施設最低基準で示すとともにti施設ごとの養育指針等で具体的に明確化

◆「家庭的養護の推進」        |                  (
日本来の家庭における養護の支援    |‐
ご家庭的養護 (里親tフ アミリ■ホ‐ム) .          ‐    ‐

・施設養護においても、
1で

きる限り家庭的な環境で養育 (小規模グル■プケア、グルT
,プホニム)        |        ‐       1 1   ′
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要保護
要保護児童に対する社会的養護は、特定妊婦日要支援児童に対する支援施策と連携して考える必要があり、⌒
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が密接に連携して推進

(2) 児童・要支援児童に対する施策の全体像について 未定稿

口要支援児童 (保護者の養育を支援することが特に
必要と認められる児童)

・特定妊婦(出産後の養育について出産前において
支援を行うことが特に必要と認められる妊婦)



2■社会的養護の各梅設等種:u.ことの課題と将来露
(1)児車養護施設の課題と将来像  ● 111
小規模化と施設機能の地域分散1ヒによる家庭的養護の推進 f ■

>ケア単位の小規模化 → 将‐来は全施設を小規模グルニプケア化 (オ‐ル■ニット化)

ヽ本体施設の小規模化、高機能化 →小規模イヒと併せて人員配置を引上げ:

>施設によるファミリ■ホ■ムの設置、里親の支援 →施設は地域の社会的養護の拠点に

施設規模 大

ケア単位 大
(大舎制、中舎制)

未定稿

1施設が里親支援
と里親委託推進
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高機能化 :

小規模グルT
プケア  ‐



(参考1)社会的養護における家庭的養護の推進

里親等委託率
二二 1 里親+フアミリTホニム

未定稿

児童自立生活援助事業(自立師 ム)

養護施設等退所後、就職する児童等が
共同生活を営む住居におぃて自立支援
21年度59所 →26年度目標 160か所

養護+乳児+里親+ファミリ̈ホ=ム

21年 3月 末 10.4%
|.■ 26年度目標 16%

※「26年度目標Jは、子ども子育でビジョン

5
施設の定員等の全国計は、平成20年 10月 1日社会福祉施設等調査。里親関係は21年 3月末福祉行政報告例



未定稿
(参考2)児童養護施設の形態の現状

児童養護施設のフ割が大舎制:.また、定員100人を超えるような大規模施設もある。家庭的養護の推
.進

のため、施設の小規模化の推進が必要:                     ・

① 大舎`中舎1小書の現状も
｀
小規模ケアの現状    ‐

寮舎の形態 小規模ケアの形態

小規模
グ

'レ

ー
プケア

地域小規

模児童養

護施設

その他
ク
・ル‐フ

゜

ホーム

保有施設数

(N〓489)

施設数 370 95 114 212 111 55

% 75.8 19.5 23.4 43.4 22.7 11.3

舎数 476 220 444 212 116 98

―舎あたり

定員数
平均 45.65 15。43 8.82 7.27 5。 99 6.06

「

舎あたり

,在籍1昇車数
平均 42:09 14.46 8.36 711‐4 5.81 5.58

職員|■人あたり
児童数※

｀ 平均 4143 3.91 3.39 3.08 2.75 2.59

※ 社会的養護施設に関する実態調査 (平成20年3月 1日現在)、 調査回答施設数489
※「職員1人当たり児童数」は、週40時間に換算したもの。施設においては体日、夜間

の対応も行われていることに留意する必要がある:     ‐  1

※「大舎」 :1舎当たり定員数が20人以上、「中舎」:同 13～ 19人、「小舎」 :同 12人以下

※ 例えば、大舎の寮の中に小規模グルニプケテあ二三ットがぁる場合゙ 小規模グループ
ケアによる定員や在籍児童数は、大舎の定員や在籍児童数から際かれそいる.|■

②定員規模Hu施設数

定員 施設数

― _1_20 _7  .(1.2%)

～  30 51  (9:0%)

～  40 83  (14.6%)

～ 50 128 (2215%)

～  60 89  (15.6%)

～  70 74 (13.0%)

～  80 50   (8.8%)

～  90 35  .(6.2%)

～ 100 20   (3.5%)

～ 110 13   (213%)

～
120 7    (1.2%)

～
150 6    (1. lll)

151～ 6    (1. l1/o)

総 数 569 (100%)

社会福祉施設等調査|

(平成20年 19月 1甲 )  6



(2)事L児院の課題と将来像 未定稿 ,

乳児院の役割        .
甲言葉で言思表示できず一人では生活できなぃ乳幼児の生命を守 り、発達を保障する使命を持つ6

・被虐待児・病虚弱児・障害児等への対応ができる乳幼児の専門的養育機能を持つ。
日早期家庭復帰を視野に入れた保護者支援とアフターケア機能を持つ。
・乳児にっいては、児童相談所から乳児院に一時保護委託を受けることが多く、=時保護機能を持う:
.里親をはじめとする地域の重要な1社会資源としての役割を持つ ‐  ■  1-|  ~ ~  ~

①被虐待・病虚弱・障害など医療・療育の必要
な子の増加

②かかわりめ難しい子あ増加

③かかわりの難しい保護者を含む支援を必要と
する家族の増加

④里親及び季託 した実親への支援め必要性

養育機能をベースとして次の機能を持つ

①リハビリ等を行う医療・療育機能 |

②虐待等で心が傷ついた事L幼児の治療的機能

③子育て支援機能 (育昇相談、ショートス■ィ等)

9親■事統合率澤機辞
`|フ

タ■ケテ‐を含む)

乳児院!=おける養育単位の小規模化  ‐  l      i     :
・乳児院は、小規模施設が多い (定員30人以下が66%)      「

|ヨ
|:な
雰罪書事軍写

||「言

'三

び台
,虐
ヱ丁:藩嘉督

(夜勤が必要な乳児院では、例えば複数グル■プを1人の夜勤者がみる構造等が必要)
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(3).情緒障害児短期治療施設の課題と将来像
未定稿

情短施設の役割    | |        ‐ ■  i       l
甲虐待経験の影響そ心理的な不調をきたしているなど、情緒行動上の問題を持つ児童に′い理治療や生活

指導を行いt比較的短期間 (現在の平均在園期間2年 4ヶ 月)で治療し、家庭復帰や、里親 :児童養

護施設での養育につなぐ役割。

薪甥穐郷 璽驚亀‐夢ξ埴顧標爾霞管黎種蒲 だ鷺肇艦ら構憮 勇躍瞑配らi絶まが3施
設(平成21年9月 調査)                                       _

※情緒行動上の問題の指標の改善など、概ね良好な治療成績。

今後の課題                    「

①情短施設の設置推進  |         
なぃ児童養護施設で対患している現状にあり、各都道:情短施設が無い地域では1人員配置が十分‐で1

府県に最低 1カ所 (人口の多い地域では複数)の設置が必要。             ,

②短期入所によるレスパイト,と アセスメント機能
口児童養護施設や里親で不適応を起こしている子どものレスパイトの場所としての利用や、アセスメ

ー   ントのための短期利用も有意義 |       :        ‐       ・   |

91      後の支援、家族べの支援のため|三 も:

させることが望まれる。    |    ―:

④情短施設の名称     -1       '
・情緒障害児という言葉を入所児が嫌がること等からt

児童精神科の診療所を併設しt 実
■

充を能機

．

来外
　
／

名称変更が必要との議論がある
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(4)児童自立支援施設の課題と将来像 未定稿

児童自立支援施設の役割  :
ヨ立支援施設は、平成9年の児童福祉法改正により、「家庭環境
寸象に加え、機能面においても、通所機能、家庭環境の調整機
⊃、非行ケTスペの対応はもとより、他の施設では処遇困難と

鷺忌i筆馨li仄彙雖攀籍纏魯」鱚彙轟粥磐邸裂甍尋璽:γ挿霧彗IIFト
9晋侶                                       襄Rを:そ

の年割
1奮担うため

?量詈詈豊震曇惚譲蹴裏嘗璽肇壕曇8:秀辱積lT?保講響分言により入所する場合もぁり、これらの役割から、都道府県等に

Q馬運雲.暴電ふf                皇:2師理八 、ち載F警能

,①筆ξ鍾舞蜜菫言琶蹄嘉言皇寡璽皇言」集ふ璽1琴する予ギ:?事琴:琴助?た11'

②燿設が蓄蕉樋覇誕で:鰍彗纏翠饉飢蛙1サ
g鶏規盟麗割乱凛胃彗4譜塩壁今的↑琴請

蹴 潔香霞越誘薯墨裏:告ケf≧歪墨置量上王墨墓墨磐肇菫星♀策を経是的企鷲進喜昌2言 f来念塁千支琴?|で
④子どもの立ち直りや社会的自立には、保護者や関係者 1関係機関の理解と協力が不可欠であり、家族との交流・関係調瀬 [チト L・ ハ t痙 _櫂

“
…

30‐狙 ▲ 二 ・ヽエ ワ ‐L_■ _ ニ ユヽ =。 一 一 ― エ ー ーー
 ・ … …  ― … …―― ‐ ―」裂肥望甲翠壼翼国郵鐘聖と

=■=2塾
墨2範盈菌□壁堕ヒ塾重_上室趾盗菫立主登二とが重要

であり、子どもの抱える問題の棟雑さや社会的なニーズに対応していくためには1手厚い人員配置や設備の整備を行うとともに〔職員ハ 吉 田 ■ l‐ ハ 台 Limフ エ ム
^螢 ―  

… … … =ニ ー ー  ‐2“ ‐ ・ ‐ヽ _ ___
三_爾移 慨 HEさ JE葵・ 頸 1じ しな か ら 、 運 冨 と支 援 の 質 を な お ― 層 高 め てい く こ とが 必 要 。

0なお、児童自立支援施設は、引き続き公設公営を中心に運営されると見込まれているが、地域主権
藤瑾饉」〒

とし
下
ヽ公

啓民営も可能となるよう平成23年度から規定改正されるため、その場合はt運営や支援の質の確響

9



(5)母子生活
:支

援施設の1課題と将来像
未定稿

:母
子生活支援施設の役割 I

○ 毎子生活支援施設はt当初は、生活に困窮する母字家庭に住む場所を提供する施設であり、「母子

寮」の名称であつたが、平成9年の児童福祉法改正で、施設の目的として「入所者の自事の促進のため
にその生活を支援すること」を追カロし、名称を変更: ` :

〇 近年では、DV被害者や虐待を受けた児童の入所が半数以上を占めるようになり、「母子が一緒に生
~活

しう
~つ

t共に支援を受けることができる唯■の
~児

童福祉施設Iと いう特性を活がしてt保護から菌1立

を支援するための1機能・役割の充実・強化が求められている。

今後充実増強化の求められる機能例

①母に対する支援      J
口自己肯定感の回復をはじめ、生活支援、子育て支援、就労支援など総合的な自立支援を行う
・幼児期の被虐待体験などで保障されなかつた母自身の「育ち」を支援し、良好な母子関係の構築につなげる.

②子,どもに対する支援              |
‐DV被害や虐待を受けた子どもに、関係機関と連携し、生活の基盤を再構築し、学ぶ権利・育つ権利を保障する

1・ 自己肯定感や大入金の信頼の回復を通じ、暴力によらない人間関係の構築を支援する     . ‐

③母子支援による親子関係の再構築:                  1 ‐

:ξ寧叢ff塁重字菅[詈墨象健室裏亀|::暑「臀饗畠チ琴瑾尋Fあ1也薫含理重看需二撃倉言7'  |  ||

9地?進響11埋薄瑠嚢宴妻亀義皇善二し二よな二単裏庭|こ対しを二:ショニトステンニ絹象の臭籠基き長長暮各ぅ

｀
上記の機能を果たすために必要な措置   ―

①職員配置の強化と資質の向上t ②施設の適正1配置と広域利用|の確保、 ③施設間格差の是正
10



(6)自立援助ホニ
ムの課題と将来像 未定稿

自立援助ホニムの役割
○ 自立援助ホーム (児車自立生活援助事業)は、義務教育終了後、
児章などからの申し込みに対し、これらの者が共同生活を営む住居

児童養護施設等を退所し、就職する
(自立援助ホニム)において、相談

その他の日常生活上の援助、生活指導、就業の支援等を行う。

自立援助ホームの今後

0 子ども子育てビジヨンで、平成26年度までに160か所を整備 (22年 10月現在73か所)

9 20嬌に達しても自立した年活に課題
「
を抱える者へのアフターケアの支援が課題。

?皇泉音署訳T「
ムは、ホ

=|ご

とに様
,有サ●を

言|な
|ヾ

ら、
泰雫あ取り緯Ⅲをして

ゃり、子の轟色を

9あ醤冒言菱燿啓響:マ替世か員遺華病2Fり午|の強化を図る中で、自立援助ホームと児童養護施設と

４
‥

４
１



未定稿

(7)里親委託の推進と里親支援機関

○養育里親、専門里親t養子縁組希望里親、親族里親の4つの類型の特色を生かしながら推進。.

'       
皇育に機みを抱えたと喜|=孤立花を所を支援を行う律割○里親支援機関は、黒親委託の促進とともに、里親が樫

を持つており:それぞれの特色に応じて、多方面から支援。また、地域の子育て支援事業も活用。

・里親固有の悩みごとについて、里親会が、経験者ならではの支援

・児童家庭支援セジタTや施設は、児童養護の専門職員によるサポ=卜 を行うとともに、里親の休養 (レ

ー スパィト)・のための二時預がりを行う
~1  ■|:  ~■   ~  ‐~      ~ |~

市町村
児童相談所

・児童福祉司、里親担当職員

庭

ン

・家

セ

一童
一援

一児
支 児童

‐
養護施設

乳児院 |

里親支援機関事業

実施主体     ‐

嘲薇靡舅
里親制度‐

普及促進|

事業|||
里親委託
推進 1支
援等事業 皇親による相互交流



(3)フ ブミリ■ホ〒ムの課題と将来像 未定稿

フアミリーホTムの役割

:暮羅通

':死

誌丁漁墓喜据奢横賃壁曼憲賛嚢喜青墨嚢碁馨馨こ1素層彗認議ま資墾卍辱El
居 (フ ァミリーホTム)において、児童の養育を行うもの。 |

家庭的養護
養育者の住

フアミリ■ホームの今後

91:ゴを言冒不F薬庭島墓墨ぁ麗遣6£奮庁毒風こ皇進臭稽覆墓鷲察ぶ皇f年 lo「平Ⅲl,4が
T)

,立 :箸舅肇:え号督貫峯墓嚢廃肇皐8奪 :盤賛察奮肇掌r,7びitt賃警ヒ[素覇薄習飛言p彎旱ザ独

○1 養育者の研修の充実ゃ、孤立化させない取り組ンり組み4など、里親支援と同様の支援体制の構築が必要。

13



社会的養護の共通事項の課題と将来像

施設の運営の質、の向上

未定稿
31.

(11)

>児童養護施設などにういて、施設の運営の質の差が大きいことから、 :  :  ‐

①各施設種別ごと|三、運営理念を宗す「指針」と、具体的な「ケア標準」を作成し、

②社会的養護の専門性を踏まえた外部の目を入れる「第二者評価」を推進

:

: 平成23年度に指針とケア標準の作成を開始。  |
フィ‐ ドバックしながら順次改定して高めていく

`|

=保育所保育指針に相当するものが、社会的
養護の施設には無いことから、施設種別ご
との検討チームを設置して、検討

・従来、施設ごとの経験の積み重ねで、ノウィト
ウが築かれてきたが、施設にょり取り組みの
‐質の差が大きい。   、     ‐
・このためt指針を具体的な実践の中で行うた
めのケアの標準を文書化し、現場で生かす

指針やケア標準を踏まえ、自己点検と第二者評価
を推進し、質を高めていく。

・各施設でt施設長や基幹的職員(スーパT
バイザニ

)を中心に、全職員が参加して自
己点検を行う。

・社会福祉共通で行われてぃる第二者評価
は、社会的養護の施設では、T部の地域や
施設を除き、取り組みが進んでいない。
口社会的養護め専門性を踏まえた評価̀手法
や評価機関の育成を図りながら推進するも

:

:

４

，
‐

１



(2)施設職員の専門性の向上| :

基幹的職員の配置 (平成21年度～)

ポ罫詳縣務:轟謂弔茉璧
°ご昏碧轟種尋薬颯aT羹鷲F言を季■7?誓1者

の
|ずT111平 |'1年11｀

二甲

職員研修システムの構築

未定稿

15

○社会的養護め質を確保するために
縮与ぷ″望ぶ盾唐《 

る施設職員の専F電性の向上を図り、計画的に育成するための体制を整1 )

○具
}撃

=|す

あ謂讐ご嘲討肥B苗ピ磋継鍾亨
理ヽ職員の指導等を行う基幹的職員(ス‐パー

loまた1各施設糧房1由休F:おいモ:職員研修ジス手ムの構築、ど実施を推進・
「~~|  ●:



(3)自立支援の充:表 .: |
未定稿

白土支援の充実のための施策      |    | |

①自立生活‐能力を高める養育
| :児童養護施設における養育は、退所する前に、自立生活に役立つ知識日経験を得ら

れるように行‐うことが必要。  __ |__■ ■

②支度費の増額

,自立支援のため、大学等進学支度費、就職支度費は、大幅に増額する必要がある。

③民間の奨学金の活用
・民間の奨学金の情報を施設団体において整理し、各施設へ提供  ■

④措置延長の活用 i

・進学ゃ就職の場合でも1生活が不安定な場合は、必要に応じて20歳に達するまで
の措置延長を活用‐

⑤自立援助ホー■の活用  |
由自立援助ホ■ムの整備推進

16



(4)施設類型間のネシトヮニ
~

ク (相‐
=連

携 ) 未定稿

各施設類型の特徴を生かしつつ、地域で相互に連携し、全体の充実を図ることが必要

(例)                   l                       .
①児童自立支援施設・情緒障害見短期施設                            ~

1糧琴F鷲肇製握臨 還種厖鸞事ξ  留臨訂季摯■てケア:ること労効
O克董姜謹施諄 :: ~1‐ 1~~11●・  ■「 ‐  |― ‐ 1 1~    ~ ■~■ ■

'署電:予〒案鰹誇暮恒彗暑専ξ質理型理嘉認翼翼築罫勇どもが、議ち言きが,,|‐るナぅにならた|
③母子生活施設と他の施設

・他の施設から退所した後、母子生活圭援施設にお|す る苺キ双方のi援を通じそt親享青統合を図る。

:(参考)施設類型にっいてoこれまでの議論にういて
0平成9年改正で、

記直しや、                   ｀

短期治療施設、児童自立支援施設、苺学生活圭援

○ 干球 lo年改正で、乳児院と児童養護施設の年齢妻件を弾男化  ■    ■・乳児院:  : 2歳未満
       三 触嚢なξ客|ま獣据ご彗意悴鷲1前) 亨む: 日早革養護獅設: 乳児(0歳)を除く児童 ―

17

※施設類型の在り方については、施設種別を越えて複数の機能を持つ施設への改革の意見もあるが、現行法でも、複数の施設類型の併設が可能。



未定稿

児童の抱える問題呈悔葉ム璽管1言電喜う1巣亀裏璽曇‐自曇濾暮嚢曽ふ号標〒戻お雲ぢ象鍵曇児童め抱える問題の複雑1多様化を踏事えて、
の配置基準の引き上げが必要となうており、課
がされている。

委員の提案の考え方委員の改善提案現状 (措置費)

,6:■ 1は、_交代勤務のため1人の職員が15人
の子どもを見る体制であり、心に場っいた子ど

もに十分なケアはとうていできない。

=施設機能の地域分散化で、今後更に:厳 しい課

題を抱える子どもの割合が増える。

・労働基準法を遵守できる職員配置に

0日 1歳児 :

2歳以上幼児 :

小学生以上 :

児童‐指導員 1,保育士 _

0歳児 :   1.711
1・ 2歳児 :   2:1
3歳以上幼児   4:1
小学校以上    6:1

児童養護 :

施設

1儡鋭艦 層請?響:亀 :

口
紗 理黒翼割異彗詐農暮属曇峯翼貯際9の

15↑
o.・ 1歳児 :

2歳以上幼児 :

看護師・保育士 口児童指導員
0」 1歳児 1  1.′ 7:
2歳:児 :  :   2:
3歳以上幼児 :   4:

１

　
１

　
１

・児童に必要と考える個別の支援時間から算定児童指導員・保育士

心理療法担当職員
児童指導員二保育±  5:1
心理療法担当職員  1911

・現状で実質的に211以上の配置がされている。
:最も対応が難しい子どもに対応する施設  :

児童自立支援専門員・児童

生活支援員    2:1
心理療法担当職員 1011

児童:自立支援専門員口児童生活
支援員        111

・DV被害者や虐待を受けた児童への対応9 ‐
・現状では、20世帯で母子指導員・少年指導員

合計4名の体制は、交代勤務のため常時1人 し力、

雷扉違畠墓塾言貢露意各F季雰:|ふ写梨電警暮i、。
日常時複数配置tて役割分担できる体制。

」母子指導員 :

少年指導員口l保育士 :

それぞれにつき
10世帯未満 1人
10世帯グ人 :

‐ 16世帯以上5世帯増え
るにつき1人を加える

母子指導員 :

少年指導員 :、

それぞれにつき 、

70世帯未満1人、

20世帯以上2本

母子生活
.支援施設

.



(2)新たな加算職員の配置についての委員からの提案 未定稿

施設機能の強化を図るためt次のような加算職員の配置が提案されている:

①退所後の自立支援のための相談員の配置
②里親ゃフラミリニホームの支援を行うための担当職員の配置
③心理担当職員_の全施設必置化。規模が大きぃ場合の複数配置  ‐
④家庭支援専門相談員を、規模が大きい場合の複数配置

19



ら二社会的養護め撃備量のイメ■ジについての議卓
未定稿

社会的奉護の見章,全体数 ●:1.1■
16社会的養護Iの 児童薮は、こあ 110年間で1割層

"。

三ど111安真■.せ⌒■ヒ響量き 膚待尋事?相議■‐ ― Hリ ア軋 醸R▼イ′‐― ― ・~｀  ~~-7 ‐ ~ ● ● ‐ ~

:平成20年度から平成26年度までに概ね 1割増の見込を設定:  ‐ 、
の増加等にかんがみ

○将来人口推計(高位推計)では、その後の10年間で 11歳未満人口の1割縮小が見込まれる:

施設数等 | ′‐         ‐    ‐    ‐ i ‐ ‐ ―     「  ‐

○子ども 口子育てビジヨンにおいて、平成26年度までに、児童養護は610か所、情短

“

設は47か

所に増加と設定。

○その後は、施設を小規模化しつっ地撼車援に力を入れるため:施設数は全体で1ま現状維持が見込まれ

る。

Oなお、情短施設は1複数設置め都道府県もあるヒとから、各県最低 1か所となるには更なる増設が必

要 (児童養護からの転換も見込まれる)

里親等委託率 |          ‐

9季警言雫季彗筆さ3雪覧ξf¥謬ξ畠1事
度の10.8%までt7年 FHlで 1.46倍に増カロ:
16%とする目標を設定。       11

1電奮雷宮ξttiそ F,電%懲;;♂19専 ]女番」で観?レ喘覧::庁攪T考蓑if覗ち:粥声↑:引
言`

○そあため|三 |よ、現在3万人の見豊養護た設:こついて、小規模化と施設機能の地域分散化にょり■ファ

ミリニホ■ムや里親を大幅に増やして移行させることが必要    1 ・

０

・

　

　

２



資料 3-2
相澤委員提出資料

社合的養護の課題とその対策について
一 児童自立支援施設などの充実に向けて 一

`              ブ
国立武蔵野学院  相 澤  仁

はじめに

周知のとおり、近年、児童虐待の増加などにより、児童福祉施設においては、虐待を受

けた子どもの数が増加している。現在では児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童

自立支援施設においては、虐待を受けた子ど がヽ約5割から7割程度入所している。国立

児童自立支援施設においては、約 7割から8割め子どもが何らかの虐待を受けた経験を有
している。また、現在、発達障害等の障害を有する子どもも増カロ傾向にあり、全国の児童

自立支援施設においても個別的なケア:支援が必要な子どもの入所が増加している状況に

ある。 |          ‐

このような現状を踏まえ、社会的養護の対策について、
`厚

生労働省においては、平成 1

5年 5月 に「社会的養護のあり方に関する専門委員会」を立ち上げ10月 に報告書をまと

ゅ、それに基づき平成 16年度の児童虐待防止法及び児童福祉法改正、あるいは「子ども。

子育て応援プラン」の策定など具体的な対策を講じるとともに(平成 17年 7月 には「児
童自立支援施設のあり方に関する専門委員会」を立ち上げ(平成 18年 2月 に報告書 (以

下「児童自立支援施設報告書」という。)をまとめた。さらには、平成 19年 2月 から「今.

後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会」が開催され、5月 に中間とりま

とめを報告した。平成 19年 6月 に成立した「児童虐待の防止等に関する法律及び児童福

祉法の一部を改正する法律」(平成 19年法律第73号)の附則において、社会的養護体制
について見直しを進めることが規定されている。平成 19年 8月 に「社会保障審議会児童

福祉部会社会的養護専門委員会」設置。 11月 に報告書が出された。こめような検討会、
専門委員会のとりまとめゃ社会的養諄の現状などを踏まえて、社会的養護の質の向上、量
的な整備を図るために、平成20年 11月児童福祉法等の改正を行うなどして社会的養護
に関する対策の充実を図ってきた。         ・

しかしながら、社会的養護の現状を鑑みるに、その対策は充実してきているものの十分
とはいえず、報告書で言われているような「個々の子どもの状況に応じたオニダーメイ ド
の支援」を展開していくためには、さらに強化・拡充を早急に図る必要があることは否め

ない事実である。厚生労働省においても(そのような現状認識に立ち、社会的養護のあり
方に関する検討を継続的に行つているところである。

そこで、ここでは、現在の社会的養護の現状を鑑み、児童自立支援施設を中心に置きな

がら、児童福祉施設最低基準などの制度的な課題とその対策にρいて、若干触れてみたい。

I 児童自立支援施設の充実                          ,

1.児童自立支援施設の現状と課題

児童養護施設等児童調査結果(平成2o年 2月 1日 現在)(表 1)をみるとわかるように、



児童自立支援施設においては、虐待を受けた経験を有する子どもの割合は65.90/0であ

った。また、発達障害等の障害を有する子どもの割合は35,4%(前 回27: 3%)と
増加する傾向にあり、個々の子どもの二~ズに対応した個別的な支援を行うことが必要で

あるにもかかわらず、現在の体制では質・量ともに十分に対応できているとは言い難い。

また、地方分権改革推進委員会第二次勧告において、児童福祉法第35条第2項に基づ ‐

き都道府県が設置する児童福祉施設 (児童自立支援施設)の職員の資格にういて「廃止又

は条例委任」する方向が打ち出され (平成 21年 10月 7日 )、 その後、厚生労働省が「地

方分権改革推進委員会第3次勧告 (地方要望分)に対する厚生労働省の対応方針について」

を発表し、児童自立支援施設の職員の資格|.(身分規定)について「廃止」を決定し総務省

に対し回答 (平成 21年 11月 4日 )し、「地方分権改革推進計画について」が閣議決定 (平

成 21年 12月 15日 )されたことにより、戦後長く維持されてきた施設の公設公営方式が

平成23年度から公設民営化も可能となる方向で進んできている。.仮に施設の民営化がな

された場合においても、引き続き真に安定した施設運営が担保されなければ、施設として

の役割を果たさなくなることを意味している:児童自立支援施設では、他の児童福祉施設

や里親等のもとでの養育が困難になった子どもや、地域や学校で行動上の問題などを繰り

返し行い不適応状態となつた子どもの受け皿としての役割も担っている。実際に、児童養

護施設からの措置変更児童の入所も少なくない。(平成 19年度入所児童 1128名 中149名

12.1%:全国児童自立支援施設運営実態調査・H21.3.)児童自立支援施設は、その歴史の

中で、「不良行為をなし、又はなすおそれのある児童」を対象の中心
|こ据えて、将来犯罪者

とならないように、健全な社会人として生活できるように支援することを主たる目的とし

て運営されてきた。児童自立支援施設が本来の機能を果たせなくなり、児童養護施設化を 、

進行させれば、児童福祉施設体系の中で、現在、児童自立支援施設が担ってきた役割は果

たせなくなる。                          ● J

表 1 被虐待経験の有無及び虐待の種類

総数 虐待経     虐待経験の種類 (複数回答)

験あり1身体的虐待1 性的虐待|ネ グレクト|心理的虐待

虐待経験な

し

不明

里親委託児 3,611

100.Oγ

1,lo8

31.591

348

30.6引

5C

4.99

′764

67.1,

174

15.3%

2,21〔

61.59

237

6.691

養護施設児 31,59〔

100.0,

16,867

53.4

6,707

39.8%

664

3.991

11,159

66.211

3,440

20.4γ

12,902

40‐.8γ

1,752

5.59

情緒障害児 1,104

100.0,

790

71.611

478

60.591

67

8.59

372

47.191

254

32.291

295

26.791

17

11591

自立施設児 1,99〔

100.09

1,314

65。 9%

782

59.5%

422

32.1,

597

45.4%

276

21.Oγ

８

　

％

２

　

５

５

　

　

・

６２

142

7:19

乳児院児 3,29嘔

100,09

1,06(

32.39

335

31.491

8

0.89

761

71.4γ

ｎ
フ

9。 291

９‐

翻

０

‐

　

・

，

　

３

２

　

６

12C

3。 .8ツ

注)総数には不詳を含む。
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さらには、平成9年の児童福祉法改正により、入所児童に正規の学校教育を受ける機会

を保障するため施設長に入所児童の就学義務が課せられ、児童自立支援施設内に分校・分

教室などが設置され学校教育の実施されるようになった。    |       ,
そうした中で厚生労働省の強い働きかけや各自治体の努力により、新たに平成 2■ 年度

より2つの施設で学校教育が実施できるようにならた。しかしながら、平成 9年の児童福

祉法改正から10年以上が経過した現在 (平成22年 5月 現在)においてもなお、全国5

8カ所の児童自立支援施設 (中学卒業生のみの受け入れ i施設を含む)の うち、15施設

が未実施となつている。

2.児童自立支援施設の公設民営化への対応と制度的な体制強化

上記のような現状を踏まえ、主に児童自立支援施設の公設民営化への対応と制度的な体

制強化について述べる。
‐

(1)児童自立支援施設の公設民営化への対応

この問題については、児童自立支援施設報告書の中で次のように指摘されているとおり、

児童自立支援施設の運営について、「民営化」の検討を視野に入れる場合には、少年非行対

策へのスタンス、公としての責任・対応、児童自立支援施設め役割、:民営化する場合に施

設機能を維持・強化する仕組みがあるのか、民間と協働する場合にどのような仕組みがあ

るのか、などを検討することが必要である。特に、財政的基盤のあり方、現行と同等以上

の支援の質を確保するための人的配置t公的支援 ,連携システム、とりわけ、運営に支障

が生じた場合の設置者としての責任を持らた回復 :サポート体制:事件・事故があつた場

合の対応シ不テム、学校教育導入 。実施、サービス水準を確保するための評価システムな

どの課題を克服できるか否かの検証が不可欠である:

| したがつて、厚生労働省において、この問題についての検証を速やかに実施し、公設民

営化しても引き続き安定した施設運営ができるようにt移行する際の指針や基準を策定す

べきである。                .
(2)児童福祉施設最低基準の見直し                    ,
児童自立支援施設あ職員配置基準は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、

通じておおむね児童5人につき1人以上とされている(児童福祉施設最低基準第80条 )。

しかしながら(夫婦制、交替制などの支援形態に関係なく、全国の児童自立支援施設では、

入所児童の特性や生活指導の実情等に配慮し、この配置基準を上回る職員を配置し運営し

ている。社会福祉施設等調査 (平成 20年 10月 1日 現在)によればt埠童自立支援専門員

837名 (う ち非常勤50名)児童生活
=援

員304名 (う ち非常勤6名 )が配置|れて

おり、現状ではおおむね児童2人に1人以上の配置がなされていることになる。何故この

ような職員配置がなさ,れているかといえばtこ うした職員配置でなければ、現在の入所児

童を支援することが困難であることを意味しているに他ならない6こ うした全国の施設の

運営実態を踏まえ、また、よリー層問顕性のある・複雑多様化の傾向が進む入所児童やそ

の家族のニニズに対応するためには、児童福祉施設最低基準の直接職員配置基準を、児童

2.0人につき職員 1人以上に改正することが必要である。

また、表1で示したとおり、被虐待経験のある児童が65, 9%(不 明を除くと7o.

9%)も入所している。特に他の児童福祉施設と比較して(突出しそ多いのが性的虐待で



,F

わり、入所児革のうち32.1%の子どもが性的虐待を受けている。特に性的虐待につい
ては、他の虐待に比して、子どもに深刻な精神的な問題や行動上の問題を生じさせるリス
クが高くt早急かっ適切なケア・治療が必要である。また、ADHD、 アネペルガーといっ
た発達障害などの特別な支援、配慮を必要とする子どもが増加している。このような入F~J7

児童のニァズに適切に対応することを勘案すれば、心理療法を担当する職員の配置が必要
不可欠であることは言うまでもない。したがって、児童自辛支援施設においても、情緒障
1害埠短期治療施設への心理療法を担当する職員の配置規定 (児童福祉施設最低基準第ケ5
条)と 同様に、おおむね児童lo人つき1人以上の配置規定を設ける必要がある。 |

さらに、設備基準にぉいても次のような見直しが必要である。       .
1つは、居室面積などの設備基準の見直しであぅし児童福祉施設最低基準において、児

童自立支援施設の設備の基準は児童養護施設の基準を準用するとして、居生の一室の定員
はlo人以下、また、居室面積については、児童1人につき3:3平方メニト″以上とす
ることと規定されている。しかし、児童自立支援施設の入F~f児童のほとんどが中学生以上
の思春期児童であり、居住・生活空間としては余りにも狭いといわざるを得ない6

個々の子どもに対してゆとりが持てるスペァスが確保できるように、子ども1人あたり
の居住面積の設備基準を改善する必要がある。
もう1っは、個別対応室 (観察室)、 相談等、′ぃ理検査室などの義務設置である。児童‐

自立支援施設報告書においても「子どもが自らの課題に安心して取り組めるような生活環
境の維持・整備が大切であるが、この支援。援助の過程において、子どもの中には、集団
生活における不適応行動や無断外出などの行動上の問題などにより精神的な混乱ぶ生じ、
感情のコントロ,ルが難しくなるなど、精神的に不安定な状態を呈することがある:こ、の
ょうな場合、子ども自身の混乱が深刻化するばかりではなく、他あ子どもへの影響も大き
くなり集団生活の秩序が乱れ、施設機能が発揮できなくなることがあるょこのため、子ど
も自身が集団生活から距離を置き、精神的に落ち着きを取り戻して安定することができる
養育環境と個別支援が必要であり、より効果的な個別支援ができる環境設備として個別寮
や個別対応室な―どの設置が望まれる。」と指摘されており、特に子どもが行動上の問題など
によって精神的に不安定になった時、あるいは性的虐待を受けた子どもの心理的苦痛や恐 |

怖、′不安などに個別に対応ができる空間が必要である。また、心理療法や家族療法などを
行うための相談室や心理検杏室などの設置も必要である:            :
(3)学校教育の導入・実施について

学校教育の導入 :実施にっいて、児童自立支援施設報告書では、「入所している子ども
,の 自立支援の上で教育権の保障は極めて重要であり、全施設において学校教育を実施すべ

く国においても積極的に促進を図る必要がある。学校教育の導入に当たつては、地方公共
団体の所管部局や教育委員会t地域などの理解と協力が不可欠であり、関係機関、関係者
と緊密な連携を図つて取り組むことが重要である。」と指摘している。
全国の児章自立支援施設における実施状況は、前述した|お り、 15施設が未実施であ・

る:導入。実施を妨げている大きな原因の1っが地方公共団体 (市町村)｀ における教員 (人

件費)の確保である。

それを解決するためには施設の学習指導担当職員を教育委員会から非常勤講師としそ委
嘱を受けて学校教育を行うことが可能になれば教員の確保がしやすくなる。平成13年 6



月の「児童自立支援施設に入所中の児童に対する学校教育の実施について」の通知により、

国家公務員における兼職は可能である。したがつてt現在、国立児童自立支援施設におい

ては、教員資格を有している教官が教育委員会より非常勤講師の委嘱を受けて学校教育を

行らている。施設内に設置された分校・分教室などにおいて入所児童のニユズにあつた教

育 (学習指導)を展開するには、生活指導等により子:ど もの状態を熟知した施設職員と,教

員との連携 。協働が必要であり、対象児童の特性などに配慮した教職員の適正な配置や施′

設職員の参加など児童自立支援施設にあつた学校教育実施が遂行できるように、厚生労働

省は関係省庁と協議することが重要である。

(4)児童自立支援施設の機能強化

児童自立支援施設の将来構想について、児童自立支援施設報告書において「将来的には、

各施設に少年非行全般への対応が可能となるセンタニ機能を設け、非行などの行動上の問

題のある子ども、支援の難しい子ども等に対して総合的な対応ができるセンタ
=施設とし

て運営していくことが望まれる。」と提示されている。児童自立支援施設がこのような総合

的な機能をもつた施設を目指すのであれば、他の児童福祉施設と連携・協働が図れるよう

なネットワークやシステムを構築していくことも必要になってくる。例えば、他め施設や

里親で不適応状態になつた子どもに対する通所による相談 。支援あるいは‐時保護的な利

用によるサポートを行うといつた機能強化を図ることが求められる。但し、そのためには、

里親が保育所の利用が制度上認められている場合と同様に、児童養護施設の入所児童がセ

ンター機能を有した児童自立支援施設への通所が可能になる二重措置を認めるような制度

に改善することが必要になる。i     i :     ′

Ⅱ 社会的養護の課題とその対策

1.狭義の社会的養護から広義の社会的養護へ     1      ・

社会的養護については、今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会中間
′

とりまとめにおいて、「『社会的養護』とは、狭義には、里親や施設における養護の提供を

意味するが、広義には、レスパイトケアや一時保護、治療的ディケアや家庭菜援等、地域

における子どもの養育を支える体制を含めて幅広く捉えることができる。」と指摘されてい

る:これまでは、狭義の社会的養護を中心にしながら、広義め社会的養護にっいて視野に
｀

入れつつ、要保護児童とその家族支援のための体制強化が図られできた。これからQ社会

的養護については、基本的には、広義の社会的養護 (地域における在宅ケア `支援)を基

本に据えつつ、狭義の社会的養護 (里親や施設等における特別なケア・支援)が協働・連

携しながら、社会的養護を必琴としている子どもやその家庭をケア・支援するための体制

強化や拡充を図る必要があると考えている。地域社会が家庭機能を支援・補完しながら、

協働して子どもを養育していくとともに、家庭支援を行つていくことが求められているの

である。

2も スモールステヅプができる子ども家庭支援システムの構築     i
｀

一相談・支援から補完・保護まで一

次は、家庭支援 :在宅支援機能、特に補完機能の充実・強化が課題である。在宅支援ケ



‐スの場合や親子分離ケースの場合における家庭復帰後の子どもや保護者を支援するため
には、図1の ような地域におけるスモ早ルステップによる家庭支援が重要である。治療的
なケアの提供や親子支援プログラムを実施してぃる機関の活用やその機能強化等地域にお
ける社会資源を活用しながら、心理治療的デイケア事業の創設など家庭支援対策の拡充を
行うことが重要である。

また、現在、施設は、家族療法事業などを活用しながら家庭支援を行っている。家族療
法事業は通所も可能であり積極的に活用すべきであり、そのプログラムの充実強化を図う
てぃく必要がある。            '
施設退所後の子ども。保護者に対するアフターフォロニァシプや心理的な問題を抱えて

いる親子に対する在宅支援として、家族療法室や地域交流スペースなどを活用して、、親子

の■―ズに応じて心理治療的なデイケアを行ぅょぅな事業を創設することも有効ではない
か:   

‐

また、親子デイケアに加えて、親子ショニトスティヽ トヮイライトスティといった家庭
支援 ,在宅支援事業を実施することも有効と思われる。例えば、乳児院などの児童福祉施
設に設置している親子訓練室や母子生活支援施設の空き部屋等を活用して、軽度な虐待あ
るいは育児ノイロ∵ゼぎみの親と子どもとのショートスティによる、あるいは夜泣きに悩
ルでいる親子のトワイライトスティによるメシタルケア、育児及び家事支援等を行う、と
いった親子短期支援事業 (仮称)を創設したらどうか。あるいは家族療法事業を拡充する
ことによって対応することも可能であろう。施設の蓄積したノウハウを提供することがで

きる事業を創設し、援助を必要としている親子を支援することが必要である。     .
さらに、施設の機能としては、相談:支援、補完、保護などの機能があるが、相談・支

援だけではなくt補完的機能を活用するような事業を展開することも必要ではある。具体
的にいうと、身体的疾患や精神的な障害があり、毎日連続して養育ができない保護者など、

歯1スモァルステップができる子ども家庭支援システムの構築



その保護者の状況によつて子どもを毎週数日間施設で預かるといつた子育て家庭の養育を

補完するような家庭養育補完事業 (仮称)を制度化することである。

児童虐待など子どもの問題は、家族の構造的な問題として理解して対応することが必要

であり、社会的養護を必要とする子どもを対象に支援するのでなく、家庭を対象にして包

括的な支援が可能になるようなシステムを構築することが必要である。すなわち個人を単

位にした支援から家庭を単位にした子ども家庭支援システムの構築が重要なのである。

平成 5年 7月 に厚生省に設置された子供の未来 21プラン研究会がまとめた「たくまし

い子供・明るい家庭・活力とやさしさに満ちた地域社会をめざす 21研究会」報告書の中

で、児童家庭施策の基本理念の 1つとして「家庭・地域社会を基盤とする多様かつ総合的

な施策の推進Jについて次のように提言されている。

「児童家庭施策の対象が、すべての子供、家庭、地域社会に拡大していく中で、可能な限

り子供が生まれ育ち生活する基本的な場である家庭・地域社会において育成されるよう、
|

必要な施策を予防促進的に展開していくことが求められている。

また、子供や家庭に関する支援策の内容や提供形態は、『最低限の画一的サービス』のみ

から『高品質な多次元的サ‐ビス』べの広がりを持たせることが必要である。つまり、特

定の価値観や家庭像を前提にして『サービスに子供や家庭を合わせる』のではなく、多様

な子育ての姿を認めた上で『子供や家庭のニーズにサニビネを合わせる』ことが求められ

ていると言える。‐

さらに、児童家庭施策は、従来の枠組みを広げ、教育t労働、住宅等他分野の施策との

連携を強化するとともに、その実施体制は、老人、身体障害者にかかる施策と整合性も勘

案 しつつ、住民に最も身近な地域 (市町村)を基盤として総合的・計画的な推進が図られ

るようにしていくことが必要である。」                   ｀

まさに、子どもや家庭の手∵ズに対応した支援を展開するためには、「家庭」という単位

を支援対象の中心に据え、市町村を基盤にし、他の分野や領域の制度や施策を有効活用で

きる「スモールステップによる包括的な支援システム」の構築が求められているのである。

3.地域分散化の推進 =市区町村を中心にして一

現在の社会的養護体制で1ま、、子どもが家庭から分離されて児童養護施設などに措置され

ることになると家庭とぃう個人的な居場所と学校という社会的な居場所の両方をなくすこ

とになる。もし図 2で示したように、地域小規模児童養護施設やファミリーホームなどが

各市町村に1か所ずつ設置されていれば、あるいは里親家庭があれば、家庭という居場所

がなくなつても、子どもはその措置された施設や里親から、31き続き学校に通学すること

は可能であり、学校という居場所は確保できる。

つまり、一つの居場所を確保できれば子どもへの心理的なダメージは軽減される:子 ど

もの関係性や居場所の連続性を確保するためには、子どもの生活圏の中に 1か所ずつ保護

してケアできるGHや里親などが配置されていることが望ましい。したがつて、単に設置

数を増加させるというだけの目標値だけを掲げるのではなく、市町村単位に二か所という

ような子どもの生活圏に配慮しつつ子どもの二‐ズに対応可能になる目標値を立てて、地

域分散化を推進することが大切である。



図2子どもの関係性=居場所の連続性を確保するための地域支援
=市 区町村を中心にして =

¬ヽ■■デイの申での在宅ヶア・
=援

ゝ

庭

4.社会的養護関係職員の国家資格化     |
国は、平成 lo年の児童福祉法改正で、より専門性のある職員を確保するために、児童

相談所長及び児童福祉司の任用餐格要件を改正した。また、平成 19年 |ご児童福祉施設最

低基準に規定されている児童自立支援施設長、児童自立支援専門員及び児童生活支援員の

任用資格要件を改正して、少なくとも福祉に従事したことのない職員は配置できなぃよう

にした。    ′ |                ′

しかし、それで十分力ゞと言えばそうではない。今日、施設に入所している子どもの中に

は発達上、資質上の問題を抱えている子どもや複雑な家族関係をもつたケースなどが増加

しており、それに対応できる専門性を持った職員を確保するためには、任用資格から国家

資格にする必要がある。

例えば●児童福祉司、児童指導員、児童自立支援専門員、児童生活支援員 (保育士)を
統合して児童福祉師 (仮称)と いう国家資格を創設することによって、医師の資格が治療

の質を担保するのと同様に、ケア `支援の質の担保が可能になる。その際には更新制を導

入して、虐待など不適切な対応をする不適格者を排除し常に専門性のある職員が確保でき

るようなシステムをつくることが重要であるも今すぐ制度化することは難しいとしても、

タイミングを見計らいながら国家資格化していくべきである。この実現によってt児童福

祉におけるソーシャルワ、―カニ・ケアワーカーなどの専門性を高めていくとともに、社会

的養護の質を高めていくことができるようになると考えている。このように従事する職員
`の資格要件をより明確に定めることにより、将来的には、公的施設や機関における人事的

な措置が難しくなる反面、民間からの派遣職員の活用などが可能となる未」点もある。

また、施設長が施設運営に及ぼす影響は多大であり、体質的な問題を抱えている施設

を改善の方向に変えていくためにも、児童自立支援施設長以外の施設長の資格要件につい



ても、専門性が確保できるよう最低基準に規定すべきである。 ,

5。 地域小規模児童養護施設などの施設分園型グループホームめ種類と運営の拡充
今日までの施設養護は、少iなからず施設の持つ機能に適合した子どもを入所させ、支援

してきたという経緯がある。しかしながら、これからの社会的養護は、子どもの視′点に立
ち子どもや家族め多様な三―ズに応えていく機能とともにて子どもに対するケテの連続性
や親子関係の保持といった子どもの発達の道すじ (ス トニ リニ)を失切にできる機能を持

,ち、ケースに対して適切なケア・支援できるように体制整備をしていくことが求められて
いるのである。

1 そこで、検討すべきことは、地域小規模児童養護施設 (以下「小規模養護」という)な
どの施設分園型グループホー

^の
種類 (機能面).と 運営面についての拡充である。

現在、地域小規模施設は、小規模養護だけであるが、子どもの多様なニァズあるいは保
護者のニーズなどに対応するために、そあ種類を増やすべきか、あるいは反対に、乱暴で
あり蜀実的でないかもしれないが、小規模養護を多様なニーズの受け皿として地域小規模

‐児童福祉施設 (仮称)と して位置づけ、受け入れられる対象を拡大し、そのスタジフや設
備などに応じて対応可能な子どもや保護者を受け入れてケア・支援できる施設とすべきで
ある、ξ考えている。
その種類を増やすとすれば、例えばt地域ィヽ規模乳児院 OL幼児ホァム)、

｀
地域小規模母

子生活支援施設 (母子ホこム)、 地域小規模情緒障害児短期治療施設 (心理療育ホーム)な
どである。                      、

も,1ちは、地域小規模施設の設置・運営の拡充である。現在、小規模養護は児童養護
施設だけが設置・運営ホきることになっそいるが、それ蕉拡充して、ftLの昇童福祉施設に
おいても設置、運営ができるようにすべきである。
現在、精神的・情緒的な問題をもつた乳幼児を対象にした情緒障害児短期治療施設は全

国でも数少なくそのニーズに対応できていないが、前述したような種類や運営面の拡元に
よつて、乳児院においても、小規模養護、母子ホー

^、

心理療育ホームの設置運営が可能
となれば、精神的・情緒的な問題をもつた乳幼児|こ

ついてもケア・支援が可能になる。ま
た、乳児院に入所している乳幼児の保護者の中には養育スキ′レが不足している者ゃ精神的
な問題を抱ぇている者が存在していたり、ある

|｀
ヤ事母子関

“

lま
子→もの成長

`発達に大き
な影響を及ぼしていることから:母子ともにケア・支援をすることが効果的なケースもあ
る。,こ うしたケースに対して、母子生活支援施設や撃L児院で母子祟■ムが設置・運営され

′

ていれば適切な対応が可能になる。
このように各施設がアァミリーホ■ムを含めそれぞれの特色を持ったグループホーム

(以下「GH」 という)を設置・運営できるようになることは、個 の々ケニスの多様な■
―ズに対して対応が可熊になり、子どもべのケアの連続性の確保や子どもの発達の道すじ
に応じたケア・支援の確保に結びつくものであり、子どもの健全な発達のための最善の利
益を確保するための対策の1っ となる。 

′

また、このような多種めGHを設置・運営できるキうになれば、法人0施設

'こ

対してイ
ンセンティブを与えることになり、子どもの権利擁護を念頭に据えて運営している意欲の
ある法人・施設は多種のホ‐ムの設置・運営に乗り出し、施設の機能強化・拡充が図られ



る。この機能拡充が進めば、やがては颯在ある施設種別が再編成されていくことになると

推察できる。                        |
もう1つ検討すべきことは、フアミリ■ホームの拡充である。財政面の問題などがあり

小規模施設を簡単には増やすことができない以上、様々な子どものニーズに対応できる受

け皿を増やすとすれば、プロ的なファミリーホームの拡充を図ることが考えられる。その

ためには検討すべき課題はあるが、現実的であろう: 仮にこのファミリ■ホニムが拡充

すれば(要保護児章ヤ1対する自立支援を推準することはもちろんのこと、施設退所後にお

ける子どもあ退所先などの選択肢|して位置づけられt施設と里親とのパニトナ■シンプ

は深まり、将来的には、例えば児童自立支援施設の職員として勤務し、小舎夫婦制の維持

や拡充に寄与するといつたことも想定できよう。
|なおtこ のようなファミリーホームを含むGHの設置を進める上で配慮しておかなけれ

ばならない点は、GHの設置と併せてG耳 をバックアツプする体制である8本体施設がバ

ックブジプするための専門的な機能などを整備しておくことが必要不可欠である。

6.年長児童の自立支援対策の拡充

退所後の年長児童への支援制度や施策については、法改正などにより、徐々に充実・強

化されており、活用できる事業なども増えてはいるものの、施設を退所した年長児童が他

の子どもと公平な不タートを切れるよう.に 自立支援を推進するとともに、自立後の支援の

充実を図り、より適切な養育を実施するためには、決して十分とはいえない。進路に応じ

た支援など個々の年長児童のニーズに応じて支援できるようになるまでには、先は長そう

である。                                 ●

このため、財源の問題はあるが、今ある資源を統合し有効活用するために、相談機能、1

ジ三ルター機能、生活支援機能、就労支援機能、経済的支援機能(コ ーディネート機能な

どをもらた総杏的な青歩年 (16歳γ30歳程度)の 自立を支援する青少年自立
=援

セン

ター (仮称)を都道府県にす力所設置して、施設を退所した年長児童など個々の青少年の

状況に応じた支援を展開したらいいので鮮ないか。

例えば、勤労青少年福祉法に位置づけられている全国に約500カ所ある動労青少年ホ

ームなどを活用して、一定の条件を満たした施設を逮定して整備を行い、機能を付与して

事業を実施すれば、青少年に対する総合的な支援は可能になるではないだろう力、

このような福祉行政と労働行政などが■体となつた総合的な取組をすることが、現在の

状況を打開していく上でぃ必要である。.             1
‐なお、平成211年 7月 に「子ども。若者育成支援推進法」が成立し公布された。この法

律

'ま

t子 ども :若者育成支援施策の総合的な推進や、社会生活を円滑に営む上での困難を

有する子ども・若者を支援するための地域ネットワークづくりの推進を図ることを目的と

してお り、この法律の施行により今後の年長児童の自立支援対策の推進が図られることを

期待したい。        `.

7.ア フタ■ケア機能の充実・強化について

アクターケアについて、児童自立支援施設報告書では「アフタ‐ケアは、平成16年の

児童積祉法改正で法的に萌確化され、新たに施設目的に加えられた。アンターケアは、入

10



所中の自立支援 (イ ンケア)の延長線上に位置付けられるものであり、入所の段階から想
定して取り組むべきものである。
。このため、アフターケアは、退所後の子どもの自立生活を見通し支援の内容 :方法を検
討し計画することが重要であり、キどもが地域社会で一定程度自立するまで継続的な支援
が望まれる

`(略)

・
事た、子どもが地域社会で自立した生活を送るためには、これを支える見守りなどの支

援体制が必要であり、具体的には、関係者が日頃から施設の行事に参加したり、キどもの
一時帰宅中IF家庭訪間をしたりするなど、爆童相談所、学校t市町村:要保護児童対策地
域協議会、児童委員・主任児童委員等と連場して取組む必要がある。

i。 ま■tアフターケアにおぃては、施設と地域社会の中間に位置し、子どもの社会的自立
を支援する自立援助ホームや職業指導等を行う里親

.、

あるいけ神域の任意団体 。NPo峯と連携を図ぅこ々 が重要である。」と指摘してぃる。        |
報告書のとおり、ァフターケアは、子どもが施設年ハ所した時から退所後の支援体制を

考慮しながら、関係者との協力と策定された計画のもとに各関係者の役tll分担を明確化し、
関係者間で情報を共有しらっ各自がその役割を遂行していかなければならない。アフタ_
ケアを効果的に行うためには、役割あ明確化、情報の共有イ颯 役割の遂行状況の確認など
を行うことが重要である。                 、

また、施設退所後のアフタニヶアにつtヽで、施設は,学校、市時村、要保護児童対策地
域協議会、児童委員 ,主任児童委員等の関係機関と導携 。協働 して実施してぃくことにな
る。しかしながら、施設はもちろんのこと:各甲係機関キも人的資源が乏しく有効に機能
していないのが現状である。例えば、市町村は、役割として、施設退所後の子どもの支援
と見守り及び家族の商産の軽減化を担ってぃる:しかしながら、実際にそあキども。家族の支援などを行つ人的資源が乏しく、手が膚いてぃない0が実情である。したがって、ア
フ́ターケアを行ってくれる人的資源の拡充を図る必要がある。具体的にいうと、市町村 。
児童相談所との関係や職務内容から、主任児車委員でありtその役割を担ってもらえるま
で拡充すべきである。現在、全国の委嘱を受けた主任児童委員数はぉおょそ 2万人である。
将来的には2倍の4万人程度まで主任児童委員を拡充し、地域のサポートシステムを確立
するための三翼を担ってもらうことが必要であり、児車相談所の措置による児童委員指導
の適用を含め、その有効活用を図ってぃくべきであるも      |

8.家庭的養護め拡充にっいて  ' I
.里親制度については、平成 14年からの里親制度の拡充により、親族里親や専門里親の

膚J設、レスパィトヶァゃ相談事業などの里親支援事業などの拡充が図られてきた。また、
国ぃ、応援プランの中で、里親の委託率8.1%蕉 15%|こ 、専門黒料登録者総数

´
146

人を500人に増ゃす目標を掲げ、里親の拡充を図ってきた:

その結果、里親委託率は少し増加し、平成21年度には10.e%と なったが、日標ま
で達していない。平成20年の児童福祉法改正において小規模住居型児童養育事業 (フ ア
ミリーホーム)が制度化された。

家庭的養護にお―いて推進すべきは、前述し|と おり、ファミリァホームである。地域分
散化を図りながら設置数を増やすべきである。もう1つが、児童自立支援施設報告書で「国

11



は、将菜島に、非行歩年準に対する養音を行ってきた専門里親を職業化して、(職員として)

寮舎を受け持つ形態での寮運営の仕組みを検討することが必要である。」と指摘されている

ように、里親の専門職化でわり、職業化である。専門里親として一定の養育実績のある人

や施設職員として一定の勤務経験のある人などで、指定された研修を受けた方をプロの里

親として認定し、問題を抱えている子どもの養育に携わつてもらうという新たな里穆の制

度化である。
               議育を必要としてし`乞字きもに対して、適切 |

|こ の儒J度花によらて、より専門的な家庭的
'

な養育を提供できる選択肢が広がり、受けIlll不足の解消につながる。また、里親にな,る こ

とが生計を立てることに直接結びついていることから、これまでの里親とは異なり、その :

拡充を図るこ―とが期待できる。 |
また、社会的養護を利用する家庭の半数|す(ひ とり親家庭であることを考えぅと、子ギ

もの養育と生計維持の両面を抱えているひとり親家庭の支援策としてtあるいは育児不安

や育児ストレスなどを抱えている家庭への率援策として、昼間里親や週末里親などにつぃ

ても事業化して拡充していくこ|も大切である。

9.施設における夜間の職員体制の充実

最後にt夜間における職員体制の充実について簡単に触れておく,施設ヤ|おける夜Fn3の

職員配置は薄く、子どものニーズに応れていない状況にある。家庭生活であれば夜は一家

由桑の時間であり、情緒を安定させるなど心が癒される時間であり、子どもが職員とのふ

れあいを二層求めている時間帯である。すなわち支援の効果が期待できる時間帯であぅ。

したがつて夜FE5における職員配軍の拡充などによリケア・支援体制の充実 。強化が必要不

可欠である。この点についてはタア・支援の効果をあげるため,宿直制から二交替制を基

本とす乞など、是非とも夕間におけぅ職具体制の改善を図るべきである:

おわりに  |                              ‐

以上ご社会的養護の課題とその対策について言及してきたが(今 日の社会的養護は取り

組んでいかなければならない重要課題が山積している状態にある。したがつて、.こ |では

取り上げることができない蘭題もまだまだ残されており、社会的養護の課題とその対策に

うぃて十分な検討ができていない。   ′

)ぃては徐々にをあれ改善され、社会的養護体しかしながら、ここで,り 上げた課題に
`制の充実・強イとが図られることを切に要望する。

12



第2回 児童養護施設等の社会的養護の課題!=関する検討委員会
1提

出資料 資料 3二 3

大塩委員提出資料

平成23年2月 15日

母:子生活支援施設の課題と将来像について    :

社会福祉法人 全国社会福祉協議会
‐       全国母子生活

=援
施設協議会

はじめに        ′

少子化、核家族化、地域社会あ変貌など、
1子

ども・子育てをめぐる社会状況あ変化や、
近年の厳しい経済情勢 :雇用情勢が、弱い立場にある母子世帯をいっそう巌しい状況に追
いやらている。    t     ‐

母子生活支援施設におしヾては、深刻なDV“害や場童虐待くさらに精神障害や知的障害
など何らかの障がぃのある母と子あ利用が増え、子どoでは乳幼児め比率が高くならてぃ
ぅ。外国籍の世帯の不J用 も増カロしている。

｀

こうした多様で厳しい課題のある利用者に、「母と子が本に生活しづつ共に支援を受け
'

ることができる唯一の児童福祉施設」としで、家心安全な生活環革を保障し、生活の基盤
を再構築するとともに、自立に向けたさまざ啓な率援をより適切に提供していくためには、
次のキうな条件を整備することが必要である

・
:        ′

1 多様で厳しい課題のある利用者の特性から、発生する商遺に対して節蒔対応・介
入できる24時間・365日の体制の確保

4 母と子への個別対応、母と子の関係調警、原家棒ゃ関係機関との調肇など:総合
的な家族支援ができる専門性の高い職員の職種別配置          ,

3 ゃ琴的課題のある利用者への支援のための心理療法担当職員の適正配置 |

4 施設内保買の必要な児童に対応する保育士の適正配置
5 退所後の継続支援、地域の子育て家庭 ヨ

母子世帯、|の相談・支援の充実強化6 母子牛活支援施設の道正配置と支援格差の是正

1 母子生活支援施設職員配置基準の拡充
(1)母子指導 (支援)員       ‐

`定 員 10世帯未満 1人         ,
定員 10世帯 ′ 2人   |         ｀

定員10世帯以上は5世帯増えるごとに1人をカロえる
(2)少年指導員および保育士

キとして子どもの支援を行う少年指導旱・
堡育士を、母子指導 (支援)員と同じ暉置。少年指導員・保育士の比率は当該施設の状況によるものとする。



第2回 児童養護施設等の社会的費護の課題に関する検討委員会 提出資料
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※ 母親と子どもに対して直接支援を行う母子指導 (支援)員および少年指導員 0.保育士配

置の拡充の必要性       ‐   1                    1
,走員

'0世
帯のれ設の場合、現状では、1苺子指導 (支援)員、少年指導員2人ずつの合

計五名あ配置であり、動務口■テーショィをガえれば、常時、指導員おおむね1人で2

0世帯の母子め支援を行う実態となつている。母学生活支援施設利用世帯の子どもの人

数は平均 1.63(全母協調査)であり、20世帯定員では20人の母親と33人の子ども

′
合計約53人が支援の対象となるため)適切な支援ができる体制ではない。

:これに対し、上記の配置強化により、母子指導員4名 、少年指導員・保育±4名 の合

計 8名の配置となる。これは、常時 2名ずつのチームが交代で 20世帯の母子の東援を
｀

行える体制であり、 1名 の職員が関係構関 (福祉事務所、学校、保育所、児童相談所、

ハニーフエク、裁判所など)と の調整のため外出しても、 1名 は施設に残 り支援にあた

ることが可能になる:

(3)被虐待児個別対応職員

1人 ‐

(4)心理療法担当職員  r
対象児童 (母子)10人以上について 1人         `
対象児章 (母子)が 10人増えるごとに非常勤職員1人 (6.5)を加える

※ 被虐待児個別対応職員の最低基準による配置の必要性

・児童虐待による利用が新規入所の半数以上におよぶことから、被虐待児個別対応職員を必

′置としヽ個別支援を充実させる必要がある。

・被虐待児個粛l対応職員は、少年指導員・保育士と連携して(主に被虐待児に個別支援を行

い、自己肯定感の回復や大人への信頼の回復を通じて、暴力によらない人間関係を替築で

きるよう支援する。

心理農法担当職員の最低基準による配置と支援対象者数による配置の必要性
‐

0も V被害■克童虐待による利用が新規入所の半数以上におよぶことから、心理療法担当職

員の適正配置が必要である。

・心理療法担当職員が 1日 に実施できる個別面談については、母親の場合 3ケァス、子ども‐

の場合5ケース程度が、時間的・心理的に限界である。            |
・対象母子lo人以上の施設に常勤の心理担当職員を配置し:たとえば、1週間

:の うち3日

を母の個別面談 (3× 3=9ケース)に、2日 を子の個別面談 (5× 2=lQケ■ス)に

充てたとした場合、19ケース程度が限界となる。また、心理療法担当職員は、この|まか

ヶ■スカンファレンネヘの参加や、職員,のスーパービジョン等も行う必要がある。

,このため、対象母子がさらに10人以上増える場合には、追加で非常勤の心理担当職員を

配置し、母親および子どもに対する個別面談を分担する必要がある。

2



資料 4-2

里親委託ガイ ドライン案 (未定稿)

.里親委託の意義

里親制度はt何 らかの事情により家庭での養育が困難又|ま受けられなくな

った子ども等に、温かい愛情と正しい理解を持つた家庭環境の下での養育を

提供する制度である9家庭での生活を通じて、子どもが成長する上で極めて

重要な特定の大人との愛着関係の中で拳音を行うことにより、子どもの健全

な育成を図る有意義な制度である。

近年、虐待を受けた子どもが増えている。社会的養護を必要とする子ども

は、保護者との愛着関係はもとより、他者との関係が適切に築けなかつたり、

学校等への集由にうまく適応できない、自尊心を持てないなどの様々な課題

を抱えている。また、望まない妊娠で生まれて親が養育できない子どもの養

育が課題である。特に、乳幼児期における愛着関係の形成は重要であり、家

庭的養護である里親委託がこれ事でよりさらに積極的に活用されるが吉であ

る。

しかし、現実的には地域社会の変化や核家族化により、社会的養護を必要

とする子どもは、虐待による影響など、様々な課題を抱えた子どもが多くな

っている。二方里親家庭においても家庭環境が変化していたり、このような

子どもに対応できる里親が少ない■とこ里親制度べの社会の理解不足から、

里親委託が進まない事情がある。多様な子どもに対応そきる様 な々黒親家庭、

例えば、乳幼児、中・高校等高年齢見、障害めある子どもや非行児童などそ

れぞれに養育支援が可能な里親を開拓し、社会的養護の担い手としての里親

め集団を形成することが望まれる。          ・

現状においては、社会的養護を必要とする子どもの 9割は施設養護となつ

ており、里親等委託率 (社会的養護を受ける子どものうち、里親及びフアミ

リτホームヘの委託の割合)の引上げが必要である。

併せて、児童養護施設等においてもできるだけ家庭的な養育を目指して養

育単位の小規模化を推進していくことが必要である:      ′

2.里親委託優先の原則

家族は、社会の基本的集団であり、家族を基本とした家庭は子どもの成長、

福祉及び保護にとつて自然な環境である。このため、保護者による奉育が不

十分又は養育を受けることが望めない社会的養護のすべての子どもの代替的

養護は、家庭的養護が望ましく、里親委託を優先して検討する.こ とを原則と

するべきである。特に、乳幼児は安定した家族の関係の中で、愛着関係の基

礎を作る時期でありt子どもが安心できる、1温かく安定した家庭で養育され



う■とが大切である。     ●

1  社会的養讃が必琴な子どもを皇親家庭に委託するFと にょり、子どもの成
長や発達にとうで、
①  特定の大人との愛着関係の十で養育されることにょり、自己の存在を受

け入れられているという安心感の中でt自 己肯定感を育むとともに、人と
の関係において不可欠な、基本的信頼感を構築することができる、

② 里親家庭におぃてt適切な家庭生活を体験する中でヾ 家族それぞれのラ,

イフサイクルにおけるありようを学び、将来、家庭生活を築く上でのモデ
ルとする

「
とが期待できる.1

01家庭生活の中で人との適切な関機の取り方を学んだり、身近な地域社会
の中で、必要な社会性を養うと,と もに、豊かな生活経験を通じそ生活技術
を獲得することができる、                    ′

というような効果が期待できることから,社会的養護においては里親委託を
優先して検討するべきでぁる。

もつとも、社会的養護を必要とする子ども|の数に対して、必要な里親の数
の確保は不十分であり、またt様々な課題を担える子どもに対して、対応で
する里糧も少ない現状から、施設養護の役割も大きいものがあり、里親あ尭
実に努めるとともにt施設養護の1質の充実に努めていく必要がある。

3:里親委託する子ども

黒親に養育を委託する子どもは、新生児力、1高年齢児まですべての子ども
が検討の対象とされるべきでぁり、多くの課題を持ち、社会的養護を必要と
している予どもの多様さを重視し、子どもと最も適合した里親べ委託する。

(1)保護者による養育の可能性の有無
① 栞児、保護者が売きじ又は養育を望めずt他に養育できる親族等がいなし`

|́

子ども

長期的な安定した養育環境が必要であり、養育里親への委託と併喜て、養
子縁組を希望する里親を検討する。特に、特別養子縁組や普通養子縁組によ
り法的にも安定した親子関係を築くことが,望ましい。

② 将来は、家庭弓|き取りが見込めるが、当面保護者による養育が望あない学
ども

家庭において、特定の大人との愛着関係の下で養育される中で:健全な
心身の成長や発達を促すことが必要なこと力)ら 、積極的に養育里親への委託
を検討する。また、家庭復帰に向けて、保護者こ子どもの関係調整のために、
引き聖り後の家庭生活を想定し、必要な支援を行う。

(2)子どもの年齢 _                         |
① 新生児                         ‐



特

=の
大人との愛着関係の下で養育されぅ■とが、子どもの心身の成長や

発達には不可欠であり、今後の人格形成に多大な影響を与える時期でもある
ことから、長期的に実親の養育が望あなぃ場合は、子どもにとって安定し継
続した家庭的な養育環境を提供することが必要である。
また、委託の期間が限定されている場合も、特定の大人との関係を築くこ

とは、健全な心身の成長や発達を促すことから、里親委託は有用である。
新生児につし、ては、障害の有無が明らかになる年齢を待ってから、里親萎

託を検討する考え方もあるが、心身9孝澤にとって大切な新生児の時期から
里親委託を検討することが重要である:

また、望まない妊娠や若年の妊娠などハィリスクないゎれる要支援家庭に
ついては、地域の保健機関や医療機関、子育て支援機関等と協力し、児童相
談所が出産前から早期の相談支援に努める。   ●

②中学生ゃ高校年齢の子ども
子どもが居住していた地域の里親に委託するこ―とで、学校への通学や家庭

での生活スタイルを大きく変えなし`で支援をすることができる。また、地域
での生活や家庭生活の知識や技術を獲得するなどを通 じ、今後の自立に尚け
た支援が可能である。

高年齢児を希望する里親が少ないという実情もあるが、年齢の高い黒親な
ど、中学生ゃ高校生に対応できる里親を開拓し積極的に活用する。
なお、子ども本人に里親家庭で生活する意義を説明し、動機付けを十分に

行う必要がある:                          ′

(3)施設入所が長期化している子どもの措置変更
.

施設に長期間入所している児童については、毎年度の自立支援計画の見直
しの際など、定期的に里親へめ委託を検討することが必要である。また、施
設に配置されている家庭支援専門相談員等は、早童相談所と連携し、里親委
託の推進を行う。

① 乳児院から措置変更する子ども
できるだけ早い時期に家庭的な環境で、特定の大人との愛着関係の下で

1養育されることが子どもの心身の成長や発達には不可欠であり、積極的に
活用する。

② 施設入F~fが長期

`ヒ

しそいる子ども
1 施設入所検討時、里親委託を検討したがうまく里親と適合せず施設に入
所措置している場合を含め、施設での生活を継続しているすべての児童に
?いて、常に里親委計の検討を積極的に行う。 ■

③ l年以上 (乳幼児は6ヶ月)面会等保護者との交流がない子ども
保護者の生活状況等を調査し、家庭引き取りが難しい場合は、保護者に



‐
対しt子どもの成長 E発達における家庭的養護の必要性について十分説明

を行い、里親制度についての翠解を得る。

④ 保護者の面会はあるが、家庭引き取りが難しい子ども

皇親委託においても、面会や外泊等の交流ができることを丁寧に説明し、

子どもの成長・発達における家庭中養護の必要性について理解を得る。

⑤23条措置の吏新により長期化している子ども    ―

.  保護者が引き続き虐待のおそれがあるとして法第28条措置の吏新が継‐

続tそいる場合にぉいても、子どもの成長や発達には家庭的な養護は必要

| であり、
1里

親萎託の可能性を検討する。

(4)短期委託が必要な子ども

保護者の傷病や出産等委託の期間が明確な子どもについては、短期での

受け入れであれば受話可能な里親は比較的多いこともあり、積極的に里親委

託を活用する。特に幼稚園等に違う幼児や学齢児、高年齢児は子どもが元々

住んでいた地域での里親委託が可年であれば、引き続き通園や通学が可能と

なり、子どもにとつても大きく生活が変わらず、保護者との距離が近いこと

により、子どもの情緒の安定や親子関係の安定が図られることもある。

(5)個別的な支援を必要とする子ども

① 虐待を受けた子どもや障害等があり、特別な支援を必要とする子ども

集団での対人関係■空間の広さに困惑し、施設等では不調になるおそれが

ある場合、又は不調になつた場合には1子どもの状態に適合した専門塁親等

が確保できる場合には、委託を検討する。       |
また、保護者がない、又は養育できない社会的養護が必要な子どものうち、

虚弱、疾病、障害を有する子どもについては、最も適合する里親との調整を

十分に行い、適切に養育できると認められる専門里親等が確保できる場合に

は、委託を検討する。

② リト行の問題を有する子ども

家庭復帰が困難で、かつ、施設の集団では対応が難しい場合は、子どもの

状態に適合した専門里親等が確保できる場合には、委託を検討する,

(6)里親へ委託することが難しい子ども

すべての子どもは里親委託を優先して検討するが、次のような場合は当面、

・ 施設措置を検討する。

. ① 情緒行動上のFH5題が大きく、施設での専F電的なケアが望ましい場合

② 保護者が里親委託に明確に反対しそいる場合 (28条措置を除く)

|.③ 不当な要求を行うなど対●が難しい保護者である場合



子どもが里親委託に対して明確に反対の意向を示している場合

里親と子どもが不調になり、施設でのヶアが必要と判断された場合

4.保護者の理解

(1)保護者への説明

保護者が養育できない場合、昇童相談所が子どもの最善の利益となるよう

里親や施設の選択を行うが、保護者人は十分説明を行い、里親委託について

理解を求める。

特に、養育里親に委託することについて、保護者にとうて
'は

、「子どもを取

られてしまうのではないか」「子どもが里親になついてしまうのではないか」

「面会がしづらくなるのではないか」など里親委託へ不安を抱くことがある

ので、以下の点を十分に説明する。            ′

① 保護者へは里親制度、特に、養育里親と養子縁組を希望する里親との区

別を説明し、里親は社会的養護の重要な担い手であり、児童相談所が引き

続き支援を行う中で、保護者と協力し、子どもの養育を行うものであるこ

とを説明する。  |   |

② 養育里親による家庭的環境が子どもの健全な心身の発達や成長を促すも

の`であることを説明しt社会的養護については、里親委託が原則であるこ

とを説明する。

③ 保護者との調整は基本的1手は児童相談所が行うが、対応困難な保護者等

を除き、保護者と子どもとの面会ゃ外泊、通信等については原則可能であ

ることを説明し、その方法等については十分に保護者や里親と調整してお

く。子どもや保護者の状況により、直接里親と保護者が連絡を取ることが

不適切と判断した場合は、児童相談所が必要な調整等を行う。ただし、法

28条措置の場合や通信面会制限や接近禁止命令を受けた場合、対応が難し

い保護者である場合、面会等が子どもの福祉を害する恐れがある場合は、

児童相談所が面i会等を適切と判断するまでは制限等することもできる。

(2) 保護者の承諾

保護者の承諾については、児童福祉法第27条第4項で「親権を行う考又は

未成年後見人の意に反して、これをとることができない1と 定められている。

これは、これらの者が反対の意思を表明している場合には措置の決

=を
強行

できないという意味であり、積極的な承諾がなくても、皮対の意思表明がな

ければt児童福祉法上、里親委託の措置を行うことは可能である。ただし、
1で

きる限り承諾が得られるよう努めることは必要である。

④

⑤



① 保護者の行方不明や意向が確認できない場合
保護者の行方不明や意向が確認できない場合も、児童福祉法第 2ケ 条第4

項の保護者の意に反することは確認できないこととし、措置をとることは
可能である。

.

なお、都道府県が客観性を必姜 と認めるときは、児童福祉法第 27条第 6
項 (児童福祉法施行令第 32条)により、里糧委託の援助方針を児童福祉審
議会に諮り、意見を聴取することは有用である。
里親委託後、又は、措置変更後に、行方不明等の保護者が現れた場合は、

里親制度の意義を説明し、理解を求める。
保護者と連絡がとれなくなる場合を想定し、事前に里親委託への措置変

更について了承することが明文化されている場合は、その承諾の撤回が明
示的にされるまでは、その意思表示ぃ有効であり、保護者の意に反する場
合に当たらない。

② 施設入所は承諾するが、里親委託に反対の意向が明確な場合
本来、子どもの最善の利益を優先し、児童相談所が措置先を決定する仕組

みであり、里親か施設かを保護者が選ぶ仕組みになっていないことについて
説明する。里親委託に難色を示す保護者には、(1)①②③について十分に
説明し、里親委話が原則であることを説明して、理解を求める。
なお、最終的に理解が得られない場合は、家庭裁半1所の承認を得て行う法

第 28条措置を除き、児童福祉法第 27条第 4項により、親権者め意に皮し
ては同条第 1瞬第 3号の措置をとることはできないので、結果として里親委
託はできないことになる。

③ 児童福祉法第28条による措置の場合
法第 28‐条措置においても、里親委託を行うことは可能である。この場合、

子どもの安全の確保■保護者とのトラーブノンを回避するために、委託先を萌ら
か́にしないことも可能である。また、保護者と十分に話し合い、■どもの養
育方法について児童相談F~fの指導に従う意向が示された場合は、委託先を伝
えることも可能である。

ただし、家庭裁判所への法第 28条申立時に、黒親委託することを明記し
ておくとともに、保護者に子どもの措置先を伝えない必要がある場合の審判
書への里親名の記載等についても、当該裁判所と調整する必要がある。

④ 里親委託‐後、保護者が反対の意向に変化した場合等      |、 |

尋親委託後、保護者が反対の意向に変化した場合ゃ行方不明の保護者が場
れて保護者の意に反することが判明した場合は、(1)①②③lこ うぃて丁寧
に説明し、理解を求める。
児童虐待等不適切な養育により家庭引き取りが困難で、かつ、保護者と児

童相談所の意見が対立している場1合は、下時保護や委託二時保護にするなどt

子どもの安全確保を優先した上で、法第 28条の申立等の法的対応を検討す



る。

また、子どもが里親家庭での生活を希望し、委託の継続を希望する場合

は、子どもの意向を十分に聴いた上で、子どもの最善の利益を検討する。

5.里親への委託

(1)里親委託の共通事項

① 里親家庭の選定 (マ ッチング)

里親に子どもを委託する場合は、子どもと里親の交流や関係調整を十分に

行つた上で委託の適否を含め判断を行うことが必要であるため、一定の期間

が必要である。また、その子どもがこれまで育んできた人間関係や育つた環

境との連続性を大切にし、可能な限り、環境の変化を少なくするなどその連

続性をできるだけ保てる里親に委託するよう努めることが望ましい。

子どもに関しては子どもの発達や特性、保護者との関係などアゼスメント

を行い、保護者との交流の有無や方法、委託の期間や保護者べの対応方法な

どについて検討する。

里親に関しては、委託する子どもとの適合を重視し、里親の年齢、実子の

養育経験、これまでの受託経験、幼児べの養育が適した里親であるか、発達

の遅れや障害等に対応できる塁親であるか、また、保護者との対応が可能な

里親であるかなど、里親の持つ特性や力量について考慮した上でマッチング

を行う。特に、障害を有する子ども等で里親委託が望ましい場合は、経験豊

富な皇親を活用する。また、子どもの成長と養育者としての里親の体力を鑑

み、里親委託を検討する。

なお、子どものアセスメントや里親と子どもの調整には、里親支援機関と

連携することも有用である。

② 委託の打診と説明   |
里親委託を行う場合、里親に委託したい子どもの年齢、性別、発達の状況、

委託期間の予定、保護者との交流等について伝え、里親家庭の状況や、実子

や受託児童がいればその子どもの様子を確認した上で、受託可能かどうかに

ついて打診する
`受

話可能という里親の意向が得られれば、具体的なケース

説明を行う。なお、里親宅の家庭訪間を行うことは、里親家庭の直近の現状

を改めて直接把握できることになり、有効である。

また、里親に対し、受託を断ることができることを伝え、受託できるかど

うか、家族とも話し合い家族にも同意を得た上で受託の決定をするなど十分

に考えてもらうことが大切である6    .
新生児委託や養子を前提にする場合は、保護者の意向が変わつたり、子ど

もに障害や疾病が見つかることもあるので、里親には将来起こりうる変化に
'ついて、十分に説明する。なお、説明の内容は記録することが望ましい。
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③子どもと里親の面会等

子どもと里親の面会では、児童相談所の子ども担当と里親担当が分かれる
場合は、その役割を明確にする。子ども担当は、子どもに対し、面会につい
ての事前説明や、里親についての紹介をした上で、里親との面会がうまく進

むよう支援する。里親担当は、里親に対し、子どもについての情報や留意点
を伝えた上で、面会がうまく進むよう支援する。一方、子どもが里親委託を
断ることができることも説明する。

施設に入所している子どもの場合は、当該施設との調整を行い、子どもと
里親の関係づくりを協力してもらうよう依頼する。受話する里親の不安を軽
減するために初回の面会までに子どもの日常の様子や子どもの反応などを
施設から伝えてもらうことも必要である。    |          ‐

家庭から里親委託する場合は、必要に応じて里親と子どもとの面会を実
ヽ施する。
.  このように里親委託までには、面含や外出、外泊など行い、また、外泊

中に児童相談所が家庭訪問などを行い、里親と子どもの状況等の把握に努め
る6子どもの気持ちを大切にしながら、子どもが安心できるよう支援し、里

親と委託する児童との適合を調整することが重要であり、丁寧に準備を進め

ることが大切である。

里親委託にかかる調整の期間については、施設での面会や外出・外泊など
の交流は里親側の負担等に配慮し、できるだけ長期にならないよう努め、長
い場合でも概ね 2,3ヶ月程度を目安とする。子どもの不安感等にも配慮し、
里親と子どもの両方の気持ちや状況を十分に把握し、交流を進める。学齢児
であれば学期

―の区切りに合わせるなど考慮することを踏まえ、委託開始は里
親と子どもの関係性を見極めた上で決定する。      4
なお、里親と児童相談所の子ども担当者、里親担当者、可能であれば子ど

もの実親 (保護者)と 、子どもの養育についての情報を共有し、常に連携で
きる体制を作つておくことも有用である。

(2)養育塁親今委託する場合

保護者へは養育里親と養子縁組を希望する里親との違いを丁寧に説明し:

長期に委託する場合や数週間や 1年以内など短期間委託するなど、二すズに
応じた多様な里親委託ができることを説明し、理解を得ることが大切である。
また、家庭引き取りが可能な子どもだけでなく、何らかの形で保護者との

関係を継続する場合は、定期的な面会や外出等の平夫ゃ家族再統合の支援を
‐行うなど、親子関係が永続的なものになるよう配慮することが必要である。
またt現実的には親子関係を結ぶことが困難な子どもの場合も、子どもの保
護者べの気持ちをくみ取り、配慮することが必要である。
短期委託する場合、子どもの生活の変化を最小限に抑える観点から、児童

相談所は市町村等の協力を得て、必要な調査をし、できるだけ居住する地域
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の里親へ短期の委託することが望ましい。

その場合において、緊急を要するケースの場合は、児童委員や社会福祉
=

事等からあらかじめ児童相談所長に書話等による連絡で了解を得ることに

よって仮委託とするなど、弾力的な運用に配慮する。なお、仮委託を行つた

場合は、速やかに子どもの状況や保護者の状況等を調査し、養育里親への
=

式な委託に切り替える。

委託の措置理由が消滅した考えられる時期には、児童相談所が保護者の状

況を確認しt委託の解除等措置の円滑な実施に努める。

なお、仮委託のみで終了した場合は、緊急の保護を必要とした事例とみな

して、委託一時保護として処理することとする。

また、家庭生活を体験することが望ましい児童福祉施設に入所している子

どもについて、里親支援機関と協力する等により、夏休みや週末を利用して、

養育里親べ委託を行う等積極的な運用をする。    |

(3)専門皇親へ委託する場合

虐待等で深く傷ついている子ども、障害のある子どもや非行傾向のある子

どもについては、アセスメントをT車に行い、慎重に委託を検討する。

専門皇親に委託する子どもは、様々な行動上のFpl題を起こすことがある場

合力`あり、児童相談所、施設や関係機関等と連携し、療育機関でのケアや治

療を取り入れながら、委託された子どもと専門里親の調整を行い、きめ細や

かな支援が必要である。特に、施設から措置変更で委託された場合は、必要

に応じて、施設の指導員等子どもの1担当職員やフアミリァツーシヤルワすカ

ーに委託後の里親への助言や養育相談の支援を依頼する。

また、専門里親への委託期FHlは 2年以内 (必要と認めるときは、期間を超

えて養育を継続することはできる)と しているところであり、2年を経過し

た後の対応については、関係機関等で協議し、子どもへの説明等の時期を含

め、速やかに対応する。

(4)養子縁組を希望する里親の場合

児童福祉における養子制度の意義は、保護者のない子ども又は家庭に恵ま

れない子どもに温かい家庭を与え、かつその子どもの養育に法的安定性を与

えることにより、子どもの健全な育成を図るものであることから、要保護児

‐ 童対策の一環として、子どもと適合する養親と適正な養子縁組を結べるよう

制度を活用する。

養子縁組を希望する里親の場合、子どもとの適合を見るために面会や外出

等交流を重ね、里親の家族を含めt新 しい家族となることの意志を確認する

ことが大切である。

子どもとの面会等に際して、里親の呼び方など子どもへの紹介の方法はそ

れぞれの状況に応じて対応する。



また、養子里親の年齢は、子どもが成人したときに概ね65、歳以下となる
ような年齢が望ましい。子どもの障害や病気は受け止めること、養子縁組の
手続き中に保護者の意向が変わることがあることなどの理解を確認する。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があり、特別養子縁組は羮親

との親子関係が切れt戸籍上は長男・長女と記載される。しかし、裁判所で
の審判決定によることは記載され、実親をたどることはできる。
また、特別養子縁組の手続きは、養親となる者が居住地の家庭裁判所に串

じ立てを行いt概ね 6ケ月以上め養育状況を踏まえ、審判で決定され、成立
する。6ヶ月の期間は申立時点から起算されるが、申し立てる前にt児童相
談所から里親委託され、養育の状況が明らかな場合は、この限りではない。
特別養子縁組は、父母による監護が著しく困難又は不適当等特別な事情があ
る場合において、子どもの春1益めために特に必要があると認められると共に

1成立するものであり、そのような場合には積極的に活用する。

(5)親族里親

親族里親は、両親等現に子どもを董護してしヽる者が死亡や行方ネ明、拘禁
等にょり監護することが不可‐能であり、鋳果として施設措置が余儀なくされ
る場合において、活用できる。その子どもの福祉の観点から保護が必要な子
どもを施設IF入所させるよりも家庭的な環境の中で養育することが適当と
沐定した場合、民法上の扶養義‐務の有無にかかわらず、三親等以内の親族で
ある者|こ子どもの養育を委託する制度である。なお、次の点に留意する。

①  委託にっいて、「保護者等が死亡ゃ行方不明、拘禁等により藍護するこ
とが不可能な場合」には、疾病にょる入院や精神疾患により養育できな
い場合なども含まれる

`な
お、実親がある場合は、実親による養育の可

能性を十分に検討する。 ' ‐

② 本来親族は、良法 730条に「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け
合わなけⅢばならない」とあり、民法877条第 1項により:直系車旗間
においては、子どもを扶養する義務がある,しかしながら、扶養義務ぶ
ある場合であっても、親族に養育を委ねた場合に、その親族が経済的に
生活が困窮するなど結果として施設措置を余儀なくされる場合には、親

´ 族里親の制度を活用することにより、一般年活費を支給し、親族により
養育できるようにすることができる。

③ 親族里親は、保護者等がいる場合でも委託が可能となつているが、こ
の場合、実親と親族の中で子どもの琴育を行うので

1ま
なく:子どもを児

童相談所が保護し、児童相談所が親族里親に委託するものであることを、
実親及び親族に説明し、了解を得ることが必要である:    |
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(6)フ ァミリーホニムの活用  ‐

フアミリーホームは、里親や児童養護施設等の経験がある者が養育者とな
り、養育者の住居において、5,6人の子どもを養育する制度であり、里親
と同様の家庭的養護の担い手である:    |          

‐

ファミリーホームは、養育里親と同様の子どもが対象となるものであるが、
子ども同士の相互作用を活かしつつ、複数の子どものいる環境の方がより適
合しやすい子どもや、個人の里親には不安感を持つ保護者に対しても有用で
ある。

(7)特別養子縁組を前提とした新生児の里親委託の留意点
未婚、若年出産など望まない妊娠による出産で養育できない・養育しな

いという保護者の意向が明確な場合には、妊娠中からの相談や出産直後の相
談に応じ、出産した病院から直接里親の家庭へ委託する特別養子縁組を前提
とした委託の方法が有用である。特別養子縁組は概ね6ヶ 月以上の養育期FE5

を踏まえ、審判で決定され、成立するものであり、新生児を委託され、6ヶ
月を経過すれば裁判所に申し立てができるので、1歳頃には子どもの権利関
係の安定を図ることができる。
まず、当該保護者から相談を受け、肇育を支援する制度の紹介や親族たよ

る養育が可能かなどを調査し、養育の意向の有無について丁寧に確認する。
一方、特別養子縁組を前提とした新生児委託を希望する里親には、子どもの
性別や親の事情を問わない、子どもの障害や病気は受け止めるt保護者の意
向が変わることがあることなどを説明し、理解が得られたかどうか確認する
ことが必要である。なお、特男J養子縁組が成立するまでは、実親も里親も立
ち止まって考えることができる。
実親の妊娠中から里親委託まで切れ目のない支援で実親が安心して出産

を迎え、里親と自然に親子関係をつくることができるのが、特別養子縁組を
前提とした新生児の里親委託の特徴である。

(8)措置延長についての留意点

施設長や関係機関の意見を聞き、あらかじめ保護者や児童め意向を確認し、
児童相談所長等が必要と認めるときは、児童福祉法第 31条により満 20'歳
に達するまでの間、委託を継続することができる。特|=子どもめ自立を図る
ために継続的な支援が必要とされる場合は積極的に措置延長を行うことと
されており、具体的には             ｀

① 大学等や専門学校等に進学したが生活が不安定で継続的養育が必要な
子ども

② 就職又は福祉的就労をしたが生活が不安定で継続的な養育が必要な子
ども

③ 障害や疾病等の理由により進学や就職が決まらない児童で継続的な養育
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が必要な子ども

などの場合、里親の意見を聞き、あらかじめ子ども、保護者の意向を確認す

るとともに、延長することが必要と半1断された場合には活用する。

なお、児童養護施設にういては、定員等に限りがあり、また、自立IF向け

てより家庭的な環境で準備することが大切であり、このような措置延長を必

要と見込まれる子どもについては、里親、ファミリーホームや自立援助ホー

ムによる支援を検討することが望ましい:

(9)里親と子どもが不調になつた場合

里親と子どもの調整を十分に行つてから、里親委託し、委託後も児童相談

所や里親支援機関等が援助を行つた場合においても、里親と子どもが不調に

なることがある。子どもが黒糧と共に生活する中で、子どものそれまでの養

育環境の影響や子どもの成長 ,発達に伴い、里親にとつて子どもの養育に対

する負担が高くなり、子どもとの関係がうまくいかなくなるといつた様々な

状況が起こりうる。また、不適切|な養育が行われることも起こりうる。t

不調の兆しをできるだけ早く把握するよう定期的な支援を行い,関係機関

の協力も得ながら里親と子どもの関係を見守り、必要な場合には適切に介入

していくことが大切である。

① 情報の共有・協議・革援

不調の兆しがある場合は、速やかに児童相談所の里親担当と子ども担当

の双方が里親家庭の状況を共有し、協議する。家庭訪間や相談支援を行い、

里親に対して必要な助言を継続的に実施することやレスソヾイトの利用を勧

めるなど里親に休息をしてもらうこと、また、里親の相互交流の場である

サロン今の参加や里親支援機関1等の相談支援の活用、さらには、子どもに

対して児童相談所今の通所指導を行うなど、できるだけ委託継続が図るこ

とができるよう支援を行う。

② 委託解除

やむを得ない場合は、委託解除を検討する。里親支援で解決が見込まれ

ず、委託継続が適切でないと判断される場合は、無理を重ねては、子ども

にも里親にも不幸であり、委託解除による傷つきをおそれて委託や委託解

除が過度に慎重になることのないように、適切に判断する9

委託解除を行う場合は、子どもへの必要な支援を検討するとともに、委

託解除に至る過程での混乱や分離による傷つきへの対応として、児童心理

司による支援も含め、委託解除の理由や今後の生活について丁寧に説明し、

子どものケアを行う。それと同時に、里親に対し、委託解除の理由等につ

いて丁寧に説明するなど里親が持つ養育がうまくいかなかつたことへの傷

うきゃ、喪失感等里親めケアが重要である
`不

調の原因が里親自身にある

場合t子どもにある場合、翠方に原因がある場合、双方とも努力したけれ
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ど合わない場合もあることから、子どもや里親とそれぞれに対して一緒に
振りかえり、前向きに今後につなげていくことが重要である。

6.里親の認定・登録について

黒親制度は家庭での養育が欠ける子どもに温かい愛情と正しい理解をもっ
て家庭的な環境のなかで養育するものである。このためt里親は子どもの養育
についての理解及び熱意並びに子どもに対する深い愛情を有していることな
どが求められる。
また、里親には、子どもの福祉を理解し、社会的毒護の担い手として関係機

関等と協力し、子どもを養育することが求められ、その担い手としてふさわし
い者が認定される。

従つて、里親を希望する理由や動機が社会的養護の担い手としての責任の上
にあるか、家族の理解や協力はあるのか、また、委託される子どもへの理解が
あるかなどを面談や家庭訪間等そ調査し、認定する。しかし、社会的養護の制
度の理解が低い場合、児童相談所など関係機関と協力することが難し:い場合、
希望理由が跡継ぎがほしい、老後の介護をして辱しい、夫婦関係を見直したい
などの里親希望者自身のためだけの場合は、認定が難しい。      |

(1)電話相談や問い合わせ時の留意点 ,

里親希望者から最初に電話等で問い合わせを受けたときには、里親制度の
目的や手続き、研修受講、里親認定申請後は都道府県の児童福祉審議会で審
議されることなど丁寧な説明を行う。

また、里親制度を正しく理解してもらうために、里親に関する講演会や講
座への参加を勧奨することも有用である。

(2)里親が認定申請を判断するインテーク面接の留意点

再度里糧制度の趣旨や公の責任であることを丁寧に説明する。またt委託
される子どもの状況で委託後に子どもの発達の遅れや障害が見つかること、
受託後に里親の家族関係が揺れることがあることなど具体的に説明する:

養子縁組を希望する方には、普通養子縁組と特別養子縁組の違い、子ども
が持つ背景や実親への思いなどすべてを引き受ける必要があること:適切な
時期の真実告知が必要であることなどを説明する。

(3)要件審査に当たっての留意点
申請書を受理したときは、里親希望者が適当かどうか調査し、速やかに認

定の可否を決定しなければならない。
養育里親については、児童福祉法第34条の 19に定める欠格め事由に該当

しないことのほか、児童福祉法施行規貝J第 1条の35の要件を満たしているこ
とが必要であり、子どもの養育についての翠解及び熱意並びに子どもに対す
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る豊かな愛情を有していることなどに加え、以下の点にも留意して調査を行う。

① 里親の年齢

養育里親、専門里親は、養育可能な年齢であるかどうかを判断し、年齢の

上限については柔軟な対応をする。年齢の高い養育者であつても、中学生な

ど高年齢の子どもを新規や短期で委託を検討するなど、子どもの多様な二二

ズに応えられる里親を認定、登録することは有意義であるも

なお、養子縁組を前提とする里親の場合は、子どもが 20歳に達した時、

里親の年齢が概ね65歳以下であることが望ましい。また、特別養子縁組を

希望する里親の場合は、25歳に達しない者はt養親となることができない。

ただしt養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、そ

の者が20歳に達しているときは、この限りでない。     |

‐② 里親を希望する者が単身である場合

知識や経験を有する等子どもを適切に養育できると認められる者は認定
.し

て差し支えないが、養育する経済的な保証や養育を支援する環境等があ

るかなど確認する。

7.里親への支援

里親べの委託を推進するために、里親の居住する市区町村や里親支援機関、

児童家庭支援センタT等と連携し、里親の資質の向上を図るための研修や、里

親への相談支援、里親の相互交流等の里親支援を行う。里親支援は、里親が、

直面する様々な状澤に対して、子どもへの対応に悩み、抱え込み、里親が孤立

することないよう、支援することが必要である6

(1)委託後の当面の訪間 ^

委託後については、概ね 1週間以内に 1回更に概ね lヶ 月以内には再度の

訪FHqす るなど、一定期間家庭訪問し、キどもと里親の状況を確認し、塁親が

養育に不安を感じていないかなどを把握する。また、里親サロンヘの参加の

勧奨を行い、できるだ|す里親支援について紹介する。また、子どもの話を聞

き、子どもに不安があれば軽減するよう支援する。

(2)定期的な家庭訪間等

里親と子どもの関係は日々 の生活のなかでt様々の状況に直面するので、

児童相談所の担当者や里親支援機関の担当者が適宣訪間し、里親と子どもの

状況を確認し、相談支援を行う。

またt自立支援計画に基づいた養育がなされているか、養育状況の報告を

受けたり、養育に関する記録を里親から見せてもらうなどして確認する。特

に中長期間の委話においては、適時自立支援計画を見直すことが必要である

が:この場合、里親や子どもの意見を十分に聞き、里親と共同して作成する
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ことも検討する:

特層J養子縁組予定の場合は、6ヶ 月間の養育期間で問題が認められなければ、里親担当者は、里親が家庭裁判所今の特別養子縁組の申し立ての手続き
をすることを支援する:子ども担当者は、保護者に家庭裁判F~fへ申し立ての手続きが開始したことを伝え、併■て、1保護者に調査があることを伝える。

(3)里親による相互交流と研修
児1童相談所は必要応じそ、里親支援機関等と連携し、里親と一緒に重親|三

よる相互交流や研修を企画するなど牢期的に情報交換や養育技術の向上を支援し、また、里親担当者|ま里親会の紹介を行ぃt研修や交流会の参加の連
解を得る。

(4)地域め子育て情報の提供
① 保健センターゃ保育所、地域子育て支援拠点事業の活用など地域の社会

資源を適宜情報提供する。併せて、市区町村の関係機関1と 連携し、里親の支援の協力を得ることも検討する。また、市役所等の手続きが円滑l三
進むよう、必要に応じ向行する。

② 里親に対し、子どもが通う幼稚|や学校青を訪間し、里親制度や通称使用などの理解を本め、協力を依頼するように指導する。必要な場合には、児童相談所の担当者は関係機関等を訪問し、調整を行う。

(5)里親の一時的な休息のための支援 (レスパィト)

里親の レスパィ トは里親が一時的な休息を必要としそぃる場答には、次に
留意 しながら、積極的に活用する。

l① 児童養護施設や早L児院、他め里親等を利用する際は、子どもに|ま事前に十分説明し、子どもが不安にならないょぅ配慮する。
② レスパィトヶァは年 7日 以内であるが、都道府県等が実施する研修に
参加するために必要とする場合には、年7日 を超えて利用できる。

③ レスパィトの支援を円滑に実施するためには1里親に事前に制度の説明や手続きの方法と併せて、受け入れの施設等を紹介しておく。また、児童相談所や里糧支援機関等は■どもの林況ゃ皇親の意見等を参考にし
て、寒獅する施設や里親等を選択するも             :

(6)相談

里親支援機関等と連携し、里親からの相談に応じることもに、里親豪庭に
定期的IF訪問し、子どもの決態の絶握ゃ里醤の気持ちを十分に聴くことが重要であり、里親を育ててぃくことが必要である。
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(ラ )社会的養護を必要とする時害のあぅ子どもの支援

里親に委託されている子どもが障害を有しそいる1場合に、知的障害児通

面施畿、難轟島児通園施設、肢体不自由児通園施設又は児童デイサービス事

業所においそ専門的な療育や訓林を受けることが必要と認められる場合はt

‐通所施設の指導訓練を受けさせることができることとされている。

この場合:児童相談所におい下十分検討し、また、児童デイサービスに

つぃては、児童相談所と市区町村の間で十分に連携を図ることが必要である。

8.子どもの権利擁護

里親は子どもの最善の利益を実現する在会的養護の担しヽ手であり、、子ども 「

にとつて、最も近くで子どもの権利擁諄を実践するものである。

子どもが里親家庭のもとで安全で姜心して生活するととも1手、子どもが申

分の意見を述べることを保障することはt字 どもの成長にとつて重要である。

里親に委託された子どもには「子どもの権利ノT卜」を配布し、これから
|

あ生活が安全で安心できるものであること、子ども|が 自分の意見を述べるこ

とができミ里親等大人と一緒に考えることができることなどを伝える。また、

子どもが権利侵害にあつた場合の甲出の仕組みとして、児童担談所や都道府

県等やその他相談機関
‐
9電話番号等を伝えるo

l併せて、「被措置児童等虐待対応ガイドラィジ」につぃて、皇親に対し、研

修や講座等で周知する。   |
また、キども同

=が
交流する里子の会等を行うことは、子どもの声を聞く

権利の擁護とともに、子ども全の適りな援助を行うため役立つものである
,

9.里親制度の普及と支援の充実

里親制度の普及促進については、市区町村や里親会と連携するなどして、

広報や里親経験者による講漬や体験発表会などを行い、制度の普及に努ゅ、

新たな里親を開拓する9、

|  また、児童相談前においては、早親委託を推進する担当者を配置し、体制

や整備を充実させる。干成 20年に倉‖設された里親支援機関は取組の充実が必

要そあり、その内容を充実させるとこもに、里親会や、児童家庭支援センタ

ー、児童養護施設、乳児院、NPO法人等へ委託し、広く連携するこ‐とで多

様な里親を開拓するだけでなく、里親人の理解を深めることができる。

| ‐ 児童養護施設等は、施設機能の地域分散化を進め、里親支援やフアミリT
ホニム支援を合めて

|、
地,での社会的養護を支える役舎1を 充実していく体制

緊備を準めることが必要である
`
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